
唐
代
後
竿
期
の
農
民
諸
階
層
と
土
地
所
有

ー

l
小

説

史

料

を

中
心

に
|
|

大

津

は

じ

め

に

一
唐
代
の
小
説
史
料

二
農
民
諸
階
層
と
土
地
所
有

付
隷
属
民
|
特
に
荘
客
に
つ
い
て

口
一
履
傭
労
働
に
つ
い
て

国
自
立
小
農
民
に
つ
い
て

同
所
謂
大
土
地
所
有
に
つ
い
て

む

す

び

』主

じ

め

正

昭

ー51ー

①
 

近
年
の
唐
宋
襲
革
に
関
わ
る
研
究
は
、
宮
崎
市
定
氏
、
繭
波
護
氏
、
佐
竹
錆
彦
氏
な
ど
の
研
究
を
除
け
ば
、

摩
界
全
種
と
し
て
は
ひ
と
こ
ろ

の
活
滋
さ
を
失
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
な
に
も
か
つ
て
の
論
争
黙
が
解
決
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
研
究
者

の
課
題
意
識
が
弱
ま
り
、
研
究
針
象
が
分
散
し
た
こ
と
に
負
う
所
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
唐
宋
饗
革
期
の
研
究
が
そ

の
重
要
性
を
失
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
い
。
依
然
と
し
て
止
揚
さ
る
べ
き
論
争
貼
は
蔑
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
周
知
の
如
く
こ
れ
ま
で
の
唐
宋
嬰
革
の
と
ら
え
方
と
し
て
は
、
大
き
く
は
二
つ
の
見
解
が
あ
っ
た
。
最
近
、
渡
遁
信

一
郎
氏
は
こ
れ

@
 

ら
の
見
解
を

「小
農
分
解
論
」
、
「
小
農
自
立
論
」
と
整
理
し
、
大
き
な
見
通
し
を
提
示
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
提
起
は
非
常
に
示
陵
に
富
む
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他
方
こ
れ
ら
の
論
争
の
直
接
の
針
象
領
域
た
る
唐
後
半
期
か
ら
五
代
・

宋
初
に
か
け
て
の
経
済
史
研
究
の
現
欣

陥
パ
こ
の
提
起
に
こ
た
え
る
だ
け
十
分
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
殊
に
、
嘗
該
段
階
の

「土
地
問
題
L

、

即
ち
土
地
所
有、
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農
民
の
階
層
構
成
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に
つ
い
て
の
研
究
は
、
所
謂
大
土
地
所
有
研
究
の
み
に
的
を
絞
ら
れ
て
い
る
感
が
あ
り
、
そ
の
他
の
階
層
に
つ

い
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
均
田
小
農
民
の
雨
極
分
解
」
或
い
は
、
「
新
興
大
土
地
所
有
者
の
成
長
」
と
言
わ
れ
る
動
向
が
、
極
め
て
自

@
 

明
の
歴
史
展
開
の
如
く
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

「
均
田
小
農
民
」
の
内
買
に
つ

い
て
は
法
制
史
的
概
念
が
先
行
し、

@
 

者
」
に
つ
い
て
は
周
藤
吉
之
氏
の
整
理
さ
れ
た
次
元
で
、
そ
れ
ぞ
れ
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
大
土
地
所
有

こ
の
時
代
の
総
鐙
的
な
農
民
層
、

ま
た
農
村

内
部
に
於
け
る
そ
れ
ら
の
相
互
連
関
の
あ
り
方
は
ど
う
か
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
等
閑
視
さ
れ
、
深
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
勿
論
、
史
料
的

い
か
な
る
歴
史
的
特
質
を
附
典
さ
れ
て
い
る
の
か
、

或
い
は
土
地
所
有
の
現
寅
農
村
に
於
け
る
具
鰻
像
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、

制
約
は
大
き
い
が
、

か
か
る
封
象
に
目
を
向
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
問
題
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

@
 

と
こ
ろ
で
、
私
は
さ
き
に
唐
末
藩
鎮
の
軍
構
成
と
土
地
所
有
と
の
開
連
に
つ
き
若
干
の
考
察
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
論
ず
べ
き
貼

ま
ず
、
唐

か
か
る
課
題
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
問
題
貼
を
残
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
小
論
で
は
前
述
の
課
題
を
踏
ま
え
、

一52ーー

も
多
く
、

代
後
牢
期
の
農
民
層
の
階
層
構
成
と
そ
れ
に
必
然
的
に
関
連
し
て
く
る
土
地
所
有
の
問
題
を
ト

ー
タ
ル
に
考
察
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

そ
し
て
、
所
謂
自
立
小
農
民
や
大
土
地
所
有
者
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
を
考
え
、

更
に
現
在
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
宋
代
以
降
の
小
経
営
農
民
と

@
 

専
制
園
家
の
関
連
に
つ
い
て
も
考
え
る
第
一
歩
と
し
た
い
。

さ
て
、
前
に
も
燭
れ
た
よ
う
に
、
唐
末
・
五
代
の
土
地
所
有
、
就
中
、
大
土
地
所
有
に

つ
い
て
は
周
藤
氏
が
極
め
て
多
く
の
史
料
を
牧
集

・

①
 

整
理
さ
れ
た
し
、
松
井
秀

一
氏
を
は
じ
め
と
し
て
藩
鎮
支
配
と
の
関
連
で
言
及
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
近
年
中
華
民
閣
か
ら

『唐
代
土
地
問
題
』

(
食
貨
出
版
祉
、
一
九
七
四
年
)
な
る
史
料
集
も
再
版
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
問
題
に
限
っ
て
は
、
よ
り
新
し
い
史
料
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は

@
 

ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
小
論
で
は
か
か
る
大
土
地
所
有
の
み
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
現

在
残
さ
れ
て
い
る
土
地
所
有
閥
係
史
料
の
多
く
の
部
分
が
こ
れ
ら
大
土
地
所
有
に
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
も
現
買
で
あ
っ
て
、
史
料
的
制
約
の
間

題
は

一
つ
の
障
害
と
な
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
小
論
で
扱
う
史
料
は
、
検
討
の
険
地
が
十
分
残
さ
れ
て
い
る
所
謂
小
説
類
に
し
ぼ

り
た
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
紙
数
の
都
合
に
も
よ
る
が
、
小
説
類
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
即
ち
、



に
は
こ
れ
ま
で
小
説
史
料
が
各
研
究
者
の
怒
意
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
選
揮
さ
れ
、
そ
の
史
料
的
性
格
を
明
確
に
し
な
い
ま
ま
に
使
用
さ
れ
て
き
た

一
に
は
他
の
史
料
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
自
立
小
農
民
の
委
も
描
か
れ
て
お
り
、
ま
た
農
村
社
舎
の
寅
態
を
比
較
的
生
き
生
き
と

こ
Lι

、

り
得
る
等
の
黙
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
れ
ら
小
説
の
舞
蓋
を
総
鰻
的
に
把
え
る
時
、
嘗
該
段
階
の
農
村
社
舎
の
全
階
層
構
成
も
、
浮

か
び
あ
が
っ
て
く
る
じ
、
そ
の
具
健
像
を
あ
る
程
度
ま
で
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

小
論
で
は
さ
し
嘗
っ
て
小

説
の
展
開
さ
れ
る
世
界
及
び
舞
蓋
を
分
析
し
、
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
た
諸
階
層
の
農
民
像
と
土
地
所
有
の
獄
況
を
総
合
的
に
と
り
出
す
こ
と
に

よ
り
、
そ
れ
ら
の
歴
史
具
鐙
的
あ
り
方
を
検
討
し
た
い
。

唐
代
の
小
説
史
料

前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
歴
史
研
究
の
史
料
と
し
て
小
説
類
が
使
用
さ
れ
る
場
合
、
各
研
究
者
の
テ
l
マ
に
合
わ
せ
て
怒
意
的
に
使
わ
れ

- 53ー

る
場
合
が
多
く
、
小
説
類
の
持
つ
歴
史
研
究
史
料
と
し
て
の
規
定
性
|
有
数
性
と
限
界
ー
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
日

野
開
三
郎
氏
が
、
小
説
類
、
殊
に
『
太
平
慶
記
』
の
史
料
的
有
数
性
に
注
目
さ
れ
、
大
著
『
唐
代
邸
庖
の
研
究
』

(
正
・

績
〉
に
活
用
さ
れ
た

こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
小
説
類
の
持
つ
固
有
の
限
界
と
有
数
性
を
裁
然
と
は
匡
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

専
ら
有
数

性
に
注
目
し
て
活
用
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
従
来
か
ら
活
畿
に
研
究
さ
れ
て
き
た
文
準
史
研
究
の
分
野
で
の
成
果
に
鰯
れ

つ
つ
、
歴
史
研
究
史
料
と
し
て
の
小
説
類
に
つ
き
若
干
の
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。

き
て
、
唐
代
の
小
説
類
と
し
て
線
稽
さ
れ
る
場
合
、
所
謂
野
史
や
随
筆
な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
か
な
り
贋
範
に
わ
た
る
わ
け
で
あ
る
。

し

か
し
、
文
象
史
研
究
に
於
い
て
と
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、

俸
奇
小
説
と
稿
し
て
唐
代
後
牢
期
以
降
盛
ん
に

書
か
れ
る
よ
う
に

な
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
ま
ず
こ
の
唐
代
博
奇
小
説
に
つ
き
考
察
し
て
お
く
。
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唐
代
体
奇
小
説
は
文
民
平史
研
究
に
於
い
て
様
々
な
側
面
か
ら
分
析
さ
れ
、
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
近
代
中
園
で
の
魯
迅
以

@
 

来
、
主
な
も
の
だ
け
で
も
証
昨
語
、
劉
開
策
、
祝
秀
侠
、
王
夢
鴎
氏
ら
の
研
究
が
あ
り
、
我
園
で
は
吉
川
幸
次
郎
、
前
野
直
彬
、
内
山
知
也
、
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品
。

近
藤
春
雄
氏
ら
の
研
究

・
翻
詩
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
に
依
援
し
つ

つ、

鱒
奇
小
説
の
歴
史
史
料
と
し
て
の
性
格
に
つ
き
考

察
を
加
え
れ
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

ま
ず
有
数
性
に
つ
い
て
み
る
。
我
々
に
と
っ
て
最
も
主
要
な
闘
心
は
俸
奇
小
説
が
嘗
該
段
階
の
社
舎
の
あ
り
方
を
ど
れ
だ
け
忠
買
に
表
現
し

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
唐
代
俸
奇
小
説
の
占
め
る
文
皐
史
的
位
置
を
見
て
お
く
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。
前
記

各
研
究
者
の
共
通
し
て
指
摘
す
る
所
は
、
六
朝
志
怪
小
説
の
場
合
は
あ
る
型
が
あ
り
、

そ
の
型
の
内
部
で
話
の
筋
が
展
開
す
る
が
唐
代
俸
奇
小

説
は
そ
こ
か
ら
一
段
進
歩
し
て
い
る
と
い
う
貼
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
者
の
意
を
鰻
し
て
創
作
す
る
と
い
う
近
代
的
な
意
味
で
の
小
説
は
唐
代

@
 

停
奇
小
説
に
始
ま
る
と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
劉
開
策
氏
は
「
『
史
』
の
研
究
と
小
説
の
研
究
を
同
等
に
重
要
に
看
得
る
」
と
し

て
、
小
説
を
生
み
出
し
た
歴
史
的
要
素
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
し
、
祝
秀
侠
氏
は
、
小
説
史
の
面
か
ら
、

「(唐
代
停
奇
小
説
は
)
{
為
責
文
皐

@
 

の
基
礎
を
作
り
上
げ
た
」
と
許
債
し
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
停
奇
小
説
は
現
質
的
な
文
皐
形
式
と
し
て
評
債
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、

か
か
る
評
債
を
輿
え
ら
れ
た
博
奇
小
説
は
何
を
題
材
と
し
た
か
。
こ
こ
で
は
、

ま
だ
ま
だ
高
級
官
僚
や
貴
族
等
が
主
人
公
と
な
っ
て

- 54-

い
る
作
品
が
多
い
が
、
そ
の
中
に
も
農
民
・

商
人
・
手
工
業
者
な
ど
多
く
の
職
業
に
従
事
す
る
民
衆
の
委
が
描
か
れ
て
き
て
い
る
こ
と
も
共
通

に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
祝
秀
侠
氏
な
ど
は
こ
れ
ら
民
衆
の
中
で
も
、
唐
中
期
か
ら
の
商
業
の
渡
展
を
背
景
に
、
商
人

・
手
工
業
者
が
よ
り
多
く

⑬
 

題
材
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
。
こ
れ
は
従
来
あ
ま
り
重
視
さ
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た

一
般
民
衆
が
多
く
小
説
の
題

材
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
一
部
を
強
調
し
た
見
解
で
あ
る
。

か
く
も
一
般
民
衆
が
小
説
の
世
界
に
市
民
権
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
は
何
で
あ
っ
た
か
。
祝
氏
の
よ
う
に
商
業
の
設
展
を
重
蔵

す
る
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
の
み
で
は
解
答
と
は
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
俸
奇
小
説
の
作
者
達
が
い
か
な
る
階
層
に
麗
し
、
い
か

で
は
、

ま
た
何
の
動
機
で
小
説
を
書
い
た
の
か
を
見
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

最
初
に
作
者
達
の
出
身
階
層
や
生
存
中
つ
い
て
い
た
官
位
に
つ

い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
彼
ら
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
官
僚
で
あ
っ
た
黙
が

@
 

第
一
に
あ
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
彼
ら
の
匪
倒
的
多
数
が
中
下
級
官
僚
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
正
史
列
俸
に
名
を
つ
ら
ね
る
よ

な
る
生
涯
を
迭
り
、



う
な
者
は
多
く
は
な
く
、
ま
た
、
推
定
に
よ
っ
て
し
か
そ
の
生
存
年
代
を
知
り
得
な
い
者
も
多
か
っ
た
。

れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
作
品
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ひ
い
て
は
作
者
の
名
前
さ
え
も
が
忘

こ
の
よ
う
に
作
者
逮
の
官
位
が
低
か
っ
た
と
い
う
事
貧
は
、
彼
ら
が
官
僚
で
あ
っ
た
と
は
言
え
、
一
般
民
衆
と
よ
り
近
い
位
置
に
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
彼
ら
は
民
衆
に
接
し
、
そ
の
日
常
生
活
を
見
聞
し
、
経
験
す
る
機
舎
が
多
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が

作
者
の
意
を
鐙
し
て
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
停
奇
小
説
に
反
映
さ
れ
な
い
は
ず
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
彼
ら
小
説
作
者
達
の
創
作
意
固
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
議
論
も
あ
り
特
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

⑮
 

例
え
ば
古
文
復
興
運
動
が
影
響
を
興
え
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
り
も
す
る
。
し
か
し
、

注
目
さ
れ
る
の
は
、

一
に
「
温
巻
」
と
い
う
自
分
の
頁

り
込
み
を
目
的
と
し
、

ま
た
一
に
、

つ
れ
づ
れ
を
ま
ぎ
ら
わ
せ
る
た
め
に
「
珍
し
い
話
」
を
し
合
い
、
聞
き
手
に
感
動
を
輿
え
た
も
の
が
文
字

と
な
る
場
合
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
で
は
『
幽
怪
録
』
や
『
惇
奇
』
な
ど
が
代
表
例
と
さ
れ
、
官
僚
に
就
職
す
る
た
め
に
自
己

⑮
 

の
文
才
を
貰
り
込
む
目
的
で
書
か
れ
た
。
そ
し
て
、
小
説
作
品
の
中
に
作
者
が
質
名
で
登
場
し
、
自
分
の
能
力
を
誇
示
す
る
が
如
き
作
品
も
あ

そ
の
中
の
す
ぐ
れ
た
も
の
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っ
た
(
『
謝
小
織
侍
』
な
ど
〉
。
後
者
で
は
、
放
の
途
中
の
つ
れ
づ
れ
に
、
数
人
の
人
々
が
集
ま
っ
て
話
を
出
し
合
い
、

@
 

が
一
同
の
す
す
め
に
よ
り
書
き
表
わ
さ
れ
た
と
言
う
(
『
任
氏
停
』
な
ど
〉。

か
か
る
創
作
意
圃
の
一
端
を
知
る
時
、
停
奇
小
説
に
は
や
は
り
作
者
達
の
鐙
験
・
見
聞
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
そ

こ
か
ら
自
ず
と
惨
み
出
る
現
貫
性
が
な
け
れ
ば
前
述
の
創
作
意
園
も
果
し
が
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
作
者
や
創
作
動
機
に
つ
い
て
考
え
た
場
合
停
奇
小
説
に
は

民
衆
の
姿
が
多
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
事
責
も
首
肯
で
き
る

し
、
逆
に
そ
こ
か
ら
我
々
が
嘗
時
の
祉
舎
像
を
再
現
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

u

，
次
に
停
奇
小
説
の
史
料
的
限
界
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
一
概
に
俸
奇
小
説
と
呼
び
、
総
陸
と
し
て
前
述
の
よ
う
な
有
数
性
は
持
つ
も
の
の
、

⑩

⑮
 

こ
の
中
に
は
六
朝
志
怪
小
説
の
類
型
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
り
、
併
数
説
話
を
直
接
に
持
ち
込
ん
だ
り
し
た
作
品
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。

'
我

か
か
る
内
容
を
も
ふ
ま
え
て

J

小
説
猫
自
の
虚
構
性
に
注
意
を
排
う
べ
き
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
所
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
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は
ま
ず
、
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れ
故
小
説
中
に
書
か
れ
た
年
競
・
地
名
・
人
名
な
ど
を
、
そ
っ
ぐ
り
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
自
明
で
あ
る
?

次
に
、
前
述
し
た
作
者
群
の
構
成
か
ら
も

一
つ
の
限
界
が
明
ら
か
に
な
る
。
即
ち
、
彼
ら
の
思
想
的
立
場
は
、
彼
ら
が
意
識
す
る
し
な
い
に

か
か
わ
ら
ず
、
園
家
と
し
て
、
唐
朝
の
官
僚
と
し
て
の
立
場
で
あ
り
、
そ
の
債
値
観
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

首
然
の
開
結
と
し
て
、
小
説
を
創
作
す
る
際
の
題
材
と
な
る
も
の
は
か
か
る
支
配
者
の
立
場
を
反
映
し
た
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
名
裁
判
や
園

家
の
救
済
事
業
、
或
い
は
嘗
時
の
道
徳
規
準
に
合
致
し
そ
れ
を
よ
り

一
層
昂
揚
さ
せ
る
も
の
な
ど
は
題
材
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
逆
に
支
配
設
制

の
枠
を
越
え
る
よ
う
な
も
の
は
題
材
と
は
な
り
得
な
い
し
、

な
っ
た
と
し
て
も
流
行
を
阻
害
さ
れ
る
。
つ
ま
り
桁
は
ず
れ
の
大
土
地
私
有
な
ど

そ
の
所
有
者
を
非
難
・
中
傷
す
る
材
料
と
は
な
り
得
て
も
、
そ
の
貫
態
を
肯
定
的
に
表
現
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
嘗
然
の

こ
と
な
が
ら
農
民
叛
凱
な
ど
の
鎧
制
批
判
の
動
き
も
題
材
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
小
説
の
世
界
を
歴
史
史
料
と
し
て
検

に
閲
し
て
は
、

討
す
る
際
に
は
、
も
う
一
回
り
大
き
い
現
質
世
界
を
絶
え
ず
覗
野
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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以
上
、
文
皐
史
研
究
の
成
果
を
参
照
し
つ
つ
、
唐
代
俸
奇
小
説
の
有
数
性
と
限
界
を
確
認
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
博
奇
小
説
以
外
に

も
種
々
の
小
説
と
稿
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
前
に
も
燭
れ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
博
奇
小
説
の
例
を
参
考
に
し
て
、
個
別
に
検
討
せ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
小
論
で
は
唐
代
の
小
説
類
全
般
を
劃
象
と
は
す
る
が
、
扱
う
作
品
は
自
ず
と
限
定
さ
れ
て
く
る
。
，次
章
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う

な
基
準
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
作
品
を
抽
出
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
最
初
に
そ
の
作
品
の
所
載
小
説
集
に
つ
き
み
て
お
こ
う
。
こ
れ
ら
の
作
者

名
・
作
者
の
生
存
年
代
及
び
主
な
官
位
な
ど
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
が
註
@
の
表
で
あ
る
。

」
こ
に
は
惇
奇
小
説
の
み
で
は
な
く
、

『新
唐

書
』
喜
文
志
で
は
五
行
類
や
道
家
類
な
ど
に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
前
述
の
よ
う
な
小
説
の
性
格
が
は

っ
き
り

と
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

剖
ち
、
こ
れ
ら
二
篇
の
単
行
本
(『謝
小
蛾
停
』
・
『
枕
中
記
』
〉
と
二
十
八
篇
の
小
説
集
そ
の
他
に
つ
い
て
、
ま
ず
作
者
の
生
存
年
代
に
つ
い
て

見
れ
ば
す
べ
て
開
元

・
天
賓
期
以
後
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
は
小
論
で
基
準
と
し
て
選
ん
だ
農
民
を
扱
っ
た
作
品
の
登
場
と
、
唐
代
後
半
期
以



降
繁
柴
し
て
《
る
停
奇
小
説
の
創
作
と
が
並
行
し
て
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
俸
奇
小
説
の
繁
栄
と
共
に
農
民
が

題
材
と
な
る
機
舎
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

。作
者
の
侮
記
、
か
正
史
列
俸
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
約
三
分
の
一
あ
る
が
、

附
俸
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
さ
ら
に
作
者
の
生
存
年
代
不
詳
の
も
の
、
作
者
不
明
の
も
の
も
か
な
り
の
敷
に
上
っ
て
い
る
。
そ
L
て
同

時
に
四
、

五
人
を
除
い
て
彼
ら
の
地
位
が
高
く
は
な
か

っ
た
こ
と
も
知
り
得
る
。

一方、

こ
こ
に
は
官
僚
以
外
の
作
者
名
も
見
出
せ
な
い
。
結

局
彼
ら
は
多
か
れ
少
な
か
れ
予
唐
・
五
代

・
宋
の
各
王
朝
の
支
配
機
構
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
こ
の
表
か
ら
前
述
の
小

説
の
性
格
を
一
段
と
具
鐙
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
、
次
に
具
鐙
的
な
小
説
史
料
の
分
析
に
移
り
た
い
。

な
お
、
唐
代
の
小
説
類
は
、
多
く
の
叢
書
に
も
牧
載
さ
れ
、

版
本
も
数
多
い
が
、
こ
こ
で
は
『
太
卒
贋
記
』
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は

一

九
五
九
年
人
民
文
準
出
版
社
刊
行
の

『太
卒
贋
記
』
(
以
下

司廃
記
』
と
略
稽
)
を
基
本
と
し
て
統
一
し
、
作
品
の
題
も
こ
れ
に
従
う
。
そ
の
上

で
必
要
に
腫
じ
て
他
の
版
本
を
参
照
し
て
ゆ
き
た
い
。
そ
れ
は
こ
の
版
本
が
現
在
最
も
定
評
あ
り
、
し
ば
し
ば
翻
誇
の
底
本
と
も
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
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農
民
諸
階
層
と
土
地
所
有

前
述
の
小
説
類
の
性
格
に
注
意
し
つ
つ
、
『
贋
記
』
及
び
そ
れ
に
未
牧
録
の
小
説
類
若
干
の
中
か
ら
、
小
論
の
親
角
に
合
致
す
る
も
の
を
検

索
し
た
結
果
、
前
章
で
表
に
示
し
た
作
品
集
に
含
ま
れ
る
四
十
数
例
の
作
品
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
視
角
と
は
、
所
謂
大
土
地
所
有

あ
ら
ゆ
る
農
民
階
層
、

者
や
自
立
小
農
民
等
の
限
定
を
せ
ず
、

土
地
所
有
の
あ
り
方
に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。

具
陸
的
に
は
、
第

一
に
隷

属
・
自
立
の
匡
別
な
く
農
民
と
理
解
さ
れ
る
人
物
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
彼
ら
の
生
活
や
務
働
の
場
が
表
現
さ
れ
、
或
い
は
想
像
し
得

る
も
の
で
あ
り
、
第
二
に
、
大
小
を
問
わ
ず
土
地
所
有
の
朕
況
を
窺
い
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
行
論
の
中
で
順
次
と
り
上
げ
て
ゆ
く

が
、
考
察
の
便
宜
上
同
様
な
階
層
・
土
地
所
有
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
見
倣
さ
れ
る
史
料
を
ま
と
め
れ
ば
ほ
ぼ
四
群
に
分
類
で
き
る
。
は
じ
め
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に
こ
の
四
群
に
共
通
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
階
層
・
土
地
所
有
に
つ
き
概
略
整
理
し
て
お
け
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
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①
荘
園
主
等
の
土
地
所
有
者
に
身
分
的
に
隷
属
し
て
お
り
、
名
目
上
の
所
有
地
を
持
た
な
い
と
見
ら
れ
る
階
層
。
奴
・
家
憧
・
荘
客
等
の
語
で

表
現
さ
れ
る
。

②
土
地
所
有
の
朕
況
は
不
明
で
あ
る
が
、
荘
園
主
等
に
隷
属
す
る
こ
と
な
く
、
傭
耕
・
傭
作
な
ど
の
雇
傭
第
働
の
形
で
農
業
に
従
事
し
て
い
る

も
の
。

③
濁
立
し
た
土
地
所
有
者
で
あ
っ
て
、
自
己
の
家
族
乃
至
若
干
の
短
期
的
第
働
力
を
利
用
し
て
再
生
産
を
行
な
っ
て
い
る
階
層
。
彼
ら
は
所
調

自
立
小
農
民
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

④
「
荘
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
所
謂
大
土
地
所
有
を
質
現
し
て
い
る
か
、
或
い
は
①
及
び
②
の
長
期
的
鉱
労
働
力
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
経
営
を
成
り
た
た
せ
て
い
る
階
層
。

一
腰
以
上
の
四
群
に
整
理
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
こ
の
匿
分
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
、
よ
り
詳
細
に
は
以
下
の
行
論
の
中
で
深
め
て
ゆ
き

。。

た
い
。
な
お
以
下
の
各
節
は
こ
の
四
群
各
々
に
つ
き
考
』
祭
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

付

隷
属
民
|
特
に
荘
客
に
つ
い
て

隷
属
農
民
に
つ
い
て
は
大
土
地
所
有
と
密
接
に
閥
わ
る
の
で
、
周
藤
氏
の
研
究
さ
れ
た
部
分
も
多
く
、
重
複
す
る
所
も
あ
る
が
行
論
の
関
係

上
私
な
り
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
こ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
隷
麗
農
民
を
指
す
用
語
で
あ
る
が
、
本
節
で
後
述
す
る
諸
史
料
中
に
見
え
る
の
は
、
奴

・
奴
蝉
・
家
憧

・

家
人
・
荘
(庄
)
客

・
荘
夫
・
役
客
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
聞
に
は
、

法
律
用
語
の
よ
う
な
巌
格
な
匡
別
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

何
ら
か
の
匿
別
は
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
巌
密
な
匡
別
は
小
論
で
見
る
、
鉱
労
働
の
形
態
や
種
類
等
か
ら
の
考
察
の
み
で
は

把
握
し
得
な
い
。
た
だ
用
語
を
区
別
し
て
い
る
例
が
三
例
あ
る
の
で
ま
ず
そ
の
匡
別
に

つ
き
崩
れ
て
お
こ
う
。

そ
の
三
例
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、直
緬
の
荘
園
に

4

居
住
し
、
彼
の
指
揮
に
よ
っ
て
妖
怪
を
退
治
せ
ん
と
出
か
け
た
の
は

「
家



@
 

憧
及
び
荘
客
十
除
人
」
で
あ
っ
た
。
ま
た

「
醇
氏
子
」
の
話
に
登
場
す
る
道
士
が
彼
ら
を
あ
ざ
む
く
際
に
語
っ
た
言
葉
の
中
に
「
家
偉

・
役
客

@
 

輩
に
命
じ
て
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
さ
ら
に
沈
章
の
庭
園
で
は
家
人
が
旺
夫
を
指
揮
し
て
「
牛
坊
」
を
作
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
ま
た
、
こ

@
 

の
家
人
は
「
奴
」
と
も
稽
さ
れ
て
い
た
。
以
上
の
三
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
見
る
限
り
、
家
憧
・

家
人

(
奴
)
'と
荘
客
・
役
客
・
妊
夫
と
の

聞
に
何
ら
か
の
医
別
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
用
語
の
匡
別
は
よ
り
康
い
視
野
で
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
詳

細
は
稿
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、

行
論
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
が
、
前
記
の
語
が
指
し
示
す
主
韓
を
、
荘
園
主
に
す
べ
て
同
等

に
隷
属
し
て
い
る
者
と
見
倣
す
こ
と
は
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
、
明
確
に
荘
園
の
第
働
力
と
考
え
得
る
荘
客

・
荘
夫

・

役
客
等
を
一
括
し
て
考
察
す
る
。
な
お
用
語
に
つ
い
て
は
荘
客
を
以
て
代
表
さ
せ
て
お
き
た
い
。

で
は
、
彼
ら
荘
客
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

次
に
い
く
つ
か
の
特
徴
を
あ
げ
よ
う
。

最
初
に
彼
ら
は
妻
子
と
い
く
ば
く
か
の
私
産
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
妻
子
を
持
っ
て
い
た
例
の
一
に
、
元
溜
の
荘
客
張
俊
の

話
が
あ
旬
。
彼
は
妻
と
三
歳
の
子
を
持
ち、

主
人
で
あ
る
元
潅
の
任
地
に
随
行
し
て
い
た
。
こ
の
鯖
途
、
瞳
馬
に
乗
っ

て
後
に
緩
い
て
い
た
張

俊
の
妻
が
虎
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
話
で
あ
る
が
、

「
荘
院
内
客
」
に
三
歳
の
小
児
が
居
り
、
そ
れ
が
妖
怪
に
生
命
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
こ
の
荘
客
も
子
供
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ

@
 

る
。
ち
な
み
に
、
荘
客
の
例
で
は
な
い
が
、
桓
臣
範
の
荘
に
居
た
奴
稗
が
夫
婦
喧
嘩
を
し
た
と
い
う
話
も
あ
り
、
奴
稗
の
家
族
の
存
在
が
確
認

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
隷
属
民
た
る
奴
蝉
・
荘
客
共
に
家
族
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
荘
客
は
さ
ら
に
私
有
財
産
を
持
っ
て
い
た
形
跡

が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

こ
の
荘
客
に
は
妻
子
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
前
掲
直
面
の
荘
園
で
は
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@
 

荘
客
の
私
産
所
有
の
例
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
字
文
閣
の
荘
客
の
話
に
あ
る
次
の
よ
う
な
一
節
で
あ
る
。

「
た
ま
た
ま
荘
客
の
馬
駒
死
す
。

以
て
腸
及
び
肉
を
熱
、
掘
削
に
観
る
」
と
あ
り
、
こ
の
荘
客
に
は
自
己
の
所
有
に
簡
す
べ
き
馬
が
有
り
、
そ
の
馬
が
死
ん
だ
後
は
、

自
分
の
意
志

で
自
由
に
虚
分
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
同
様
に
考
え
れ
ば
前
掲
張
俊
の
妻
の
乗
っ

て
い
た
腫
馬
も
彼
の
所
有
物
で
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。

も

し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
主
人
に
随
行
し
て
い
る
荘
客
の
妻
が
、
身
分
的
に
隷
属
し
て
い
る
立
場
に
あ
り
な
が
ら
も
騎
馬
に
乗
っ
て
放
を
し
て

241 
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い
る
と
い
う
事
買
は
現
買
が
も
の
と
し
て
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
他
、
相
州
の
王
受
の
「
客
二
百
戸
」
の
中
に
財
産
を
持
っ
た
者
が
居

た
と
い
う
著
名
な
例
が
あ
る
が
、
こ
の
客
が
荘
客
で
あ
る
と
断
定
す
る
だ
け
の
根
援
も
な
く
、
見
解
も
分
れ
て
い
る
の
で
こ

こ
で
は
と
り
あ
げ

@
 

な
し
。と

も
あ
れ
、

例
は
少
な
い
が
、
荘
客
は
妻
子
を
持
ち
、

さ
ら
に
馬
な
ど
の
私
産
を
持
っ
た
者
も
居
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
、

」
の
荘

客
の
私
産
所
有
を
別
の
面
か
ら
裏
付
け
る
如
き
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
荘
客
の
義
務
と
し
て
、
租
課
を
納
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

こ
の

@
 

租
課
に
開
す
る
話
で
あ
る
。
即
ち
、
趨
和
の
裁
判
の
話
の
中
で
、
あ
る
荘
園
主
の
貯
え
て
い
た
財
産
を
述
べ
さ
せ
る
場
面
が
あ
り
、

そ
の
財
産

そ
こ
に
は
「
稲
若
干
剤
、
荘
客
某
甲
等
の
納
め
到
り
し
者
。
紬
絹
若
干
疋
、
家
機
出
す
所
の

者
。
銭
若
干
貫
、
東
隣
の
契
を
噴
い
し
者。

銀
器
若
干
件
、
匠
某
の
鍛
成
せ
し
者
」
と
あ
っ
て
、
荘
園
の
経
営、

所
有
財
産
の
形
鐙
な
ど
を
窺

リ
ス
ト
が
示
さ
れ
て
い
て
非
常
に
興
味
深
い
。

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
、
第
一
項
に
あ
る
通
り
、

荘
客
が
現
物
租
課
と
し
て
の
稲
を
納
入
し
て
お
り
、
荘
園
主
は
そ
れ
を
各
荘
客

つ
ま
り
、

荘
客
各
自
が

一
定
額
の
租

こ
の
こ
と
は
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に
つ
き
か
な
り
明
確
に
数
量
的
に
把
握
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

課
を
納
め
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
彼
ら
は
事
質
上
自
己
の
管
理
す
る
団
地
を
興
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

牧

獲
物
の
内
い
く
ば
く
か
は
自
分
の
所
有
物
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
首
然
、
私
有
財
産
形
成
の
契
機
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

方
、
こ
の
話
は

『唐
闘
史
』
を
出
典
と
し
て
い
る
。
同
書
は
小
説
類
に
分
類
は
さ
れ
る
が
傍
奇
小
説
で
は
な
い
。

8
 

も
「
小
説
荒
怪
の
談
に
壷
き
ず
」
と
評
さ
れ
て
い
る
通
り
、
か
な
り
野
史
的
性
格
を
持
っ
た
書
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

話
の
内
容
も
考
え
合
せ
れ

『欽
定
四
庫
全
書
総
目
』
に

ば
、
こ
の
記
事
の
現
貫
性
は
よ
り
濃
厚
に
な
る
。

さ
て
、
荘
客
は
か
よ
う
に
、
私
有
財
産
形
成
乃
至
小
経
営
と
し
て
の
自
立
と
い
う
要
因
を
秘
め
て
レ
た
反
面
、

荘
園
主
に
射
し
て
私
的
隷
属

関
係
に
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
第

一
に
彼
ら
が
荘
園
内
に
集
住
し
て
い
た
こ
と
は
前
掲
の
史
料
に
も
見
え
て
お
り

(
慮
泌
の
例
)
、
生
活

の
か
な
り
の
部
分
を
荘
園
主
に
依
接
し
て
い
た
こ
と
が
珠
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
経
済
的
に
は
無
保
件
に
租
課
を
納
め
ね
ば
な
ら
ず
、

さ
ら
に
荘
園
主
の
私
的
な
使
役
に
も
従
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。



租
課
に
闘
す
る
話
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
ま
ず
、
劉
安
の
判
官
李
滋
の
荘
客
は
五
、
六
年
の
間

@
 

租
課
を
迭
ら
ず
、
退
職
し
て
蹄
農
し
よ
う
と
し
て
戻
っ
て
来
た
李
遡
に
問
い
詰
め
ら
れ
た
、
と
い
う
例
が
あ
る
。
ま
た
、
租
課
の
徴
牧
に
闘
し

島

@

て
は
、
顔
員
卿
の
家
僕
が
「
庄
租
」
を
徴
枚
し
て
い
た
例
、
直
粛
が
傭
カ
と
し
て
雇
っ
た
李
鵠
(
鴻
)
な
る
者
が
租
を
徴
牧
し
た
と
い
う
話
な

ど
が
あ
る
。

る
。
例
え
ば、

前
掲
越
和
の
話
で
は
妊
客
は
稲
を
納
め
て
い
た
し
、

に
わ
か
に
は
断
定
し
難
い
が
、
現
物
で
あ
っ
た
例
は
い
く
つ
か
見
出
せ

@
 

ま
た
元
績
の
圧
客
が
油
を
運
ん
で
き
た
と
い
う
話
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

と
こ
ろ
で
、

こ
れ
ら
租
課
は
現
物
で
あ
っ
た
か
貨
幣
で
あ
っ
た
か
、

る
。
そ
れ
故
、
現
物
納
の
場
合
が
多
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
荘
園
主
が
遠
隔
地
に
居
住
し
て
い
る
場
合
、
現
物
で
は
聡
迭
に
困
難
が
伴
う
の

で
貨
幣
と
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
貼
は
市
場
圏
の
問
題
と
も
絡
ま
り
、
別
に
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
荘
園
内
で
は
現
物
に
よ
る

経
済
関
係
が
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

次
に
、
荘
客
が
荘
園
主
の
私
的
な
使
役
に
従
事
し
て
い
た
と
い
う
例
で
は
、
前
掲
張
俊
が
主
人
に
随
行
し
て
い
た
例
や
焦
生
の
荘
客
の
同
様

@

a
 

な
例
が
あ
り
、
ま
た
、
張
周
封
が
荘
客
を
指
揮
し
て
楢
を
築
い
た
と
い
う
話
も
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、

こ
の
使
役
の
際
の
強
制
力
の
あ
り
方

に
つ
い
て
は
、
こ
の
史
料
の
み
で
は
知
り
得
ず
、
さ
ら
に
深
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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属
関
係
に
は
あ
る
も
の
の
、

以
上
、
荘
園
主
に
人
身
的
に
隷
属
し
て
い
る
者
の
内
、
荘
客
を
中
心
に
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
見
る
限
り
、
彼
ら
は
荘
園
主
と
隷

か
な
り
の
程
度
、
自
ら
の
小
経
営
を
現
貫
の
も
の
と
し

つ
つ
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
貼
で
奴
稗
や
家
人
と

は
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
身
分
的
関
係
と
レ
う
黙
で
は
明
瞭
で
な
い
が
、

経
済
的
に
は
荘
客
と
同
様
の
朕
態
に
置
か
れ
て
い
た
農
民
の
例
が
あ
る
。
そ
れ
は

@
 

宜
州
笹
田
吏
施
作
の
話
に
登
場
す
る
。
施
作
は
「
嘗
て
勢
を
侍
み
て
民
回
数
十
頃
を
奪
い
、
其
の
主
は
退
け
て
其
の
耕
夫
と
信
用
し
」
た
。
そ
し

て
彼
は
そ
の
後
こ
の
非
道
な
行
震
の
報
い
を
受
け
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

‘こ
の
よ
う
な
話
は
官
吏
の
不
法
行
魚
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
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と
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な
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に
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た
。
そ
の
た
め
、
同
様
な
例
を
他
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
小
説
類
以
外
に
は
か
か
る
例
が
か
な
り
知
ら
れ
て
お
り
、
嘗

時
一
般
的
に
知
ら
れ
た
事
買
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
例
は
『
柳
河
東
集
』
巻
八
に
あ
る
「
段
太
尉
逸
事
朕
」
の
焦
令
謡
の
話
で
あ
る
。
施

作
の
例
と
比
較
す
る
た
め
に
関
係
部
分
を
示
せ
ば
「
浬
の
太
尉
焦
令
語
、
人
田
を
取
り
、
自
ら
数
十
頃
を
占
め
、
農
に
給
興
し
て
日
く
、
且
に

熱
す
れ
ば
我
に
半
ば
を
蹄
せ
、
と
」
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
例
は
、
権
力
を
か
さ
に
着
て
、
田
地
の
所
有
権
の
み
を
強
制
的
に
取
り

上
げ
、
従
来
の
所
有
地
は
そ
の
ま
ま
耕
作
さ
せ
て
お
く
と
い
う
共
通
知
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
所
有
権
を
失
っ
て
「
漫
落
」
し
て
ゆ
く
農
民
は

@

@
 

相
首
数
に
上
り
、
祉
舎
問
題
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
陸
費
が
「
私
属
」
と
し
て
述
べ
て
お
り
、
柳
宗
元
も
同
様
な
賞
態
を
述
べ
て
い
る
の
で

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
荘
客
と
「
浪
落
」
農
民
の
例
を
見
て
く
る
と
、
隷
属
農
民
屠
の
中
に
も
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

一
は
荘
客

と
し
て
元
来
の
荘
園
稜
制
に
組
み
込
ま
れ
、
人
身
的
に
も
隷
属
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、

一
一は
新
た
に
「
浸
落
」

し
て
経
済
的
に
隷
属
す
る
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よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
共
通
し
て
い
る
貼
は
、

い
ず
れ
の
タ
イ
プ
も
名
目
上
の
所
有
地
は
な
い
ま
で
も
、
賓
質
的
に
は
土
地
を
保
有

し
、
或
い
は
保
有
し
つ
つ
あ
る
酷
で
あ
る
。
特
に
後
者
は
明
確
な
保
有
地
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
来
「
小
農
民
の
南
極
分
解
」
と
言
う
時
、
「
混
落
」
す
る
小
農
民
と
は
後
者
の
よ
う
な
タ
イ
プ
を
指
し
て
言
わ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
小
農
民

は
自
ら
の
経
営
を
全
く
崩
壊
さ
せ
た
上
で
大
土
地
所
有
者
に
隷
属
し
て
い
く
の
で
は
な
い
と
い
う

一
つ
の
貫
例
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。

と
も
あ
れ
、

一
概
に
隷
属
農
民
と
見
ら
れ
る
も
の
の
中
に
も
形
成
過
程
の
異
な
る
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
確
認
し
て
お
く
。

。
雇
傭
第
働
に
つ
い
て

@
 

こ
こ
で
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
傭
作

・
傭
耕
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
雇
傭
第
働
一
般
の
中
で
と
り
あ
げ
ら
れ
検
討
さ
れ
て
き
た
。
か
よ

う
に
農
業
に
限
ら
ず
雇
傭
一
般
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
経
済
史
諸
分
野
か
ら
の
様
々
な
課
題
が
提
起
さ
れ
得
る
。
そ
れ
故
、
本
節
で
は
直
接

に
農
業
経
営
に
関
連
す
る
雇
傭
第
働
に
絞
っ
て
考
察
す
る
。



農
業
に
閥
る
雇
傭
労
働
と
言
う
場
合
、
小
説
に
登
場
す
る
も
の
に
は
ほ
ぼ
二
つ
の
雇
傭
形
態
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
季
節
第
働
を
主
慢
と
す
る

短
期
的
雇
傭
と
、
年
聞
を
通
じ
て
の
長
期
的
雇
傭
と
で
あ
る
。

@
 

'
短
期
的
形
態
の
例
と
し
て
は
、
張
守
敬
の
茶
園
で
毎
年
雇
傭
し
て
い
た
と
い
う
百
齢
人
の
「
男
女
傭
功
者
」
、
坊
州
宜
君
豚
の
王
老
が
褒
打

@

@
 

ち
に
際
し
て
雇
っ
た
二
人
の
打
褒
人
、
林
昌
業
が
春
穀
の
た
め
に
雇
お
う
と
し
た
功
力
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
茶

摘
み
、
妻
打
ち
、
春
穀
と
い
っ
た
、
人
手
が
一
時
的
に
必
要
と
な
る
場
合
に
の
み
雇
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
労
働
の
種
類
も
あ
く
ま
で
補
助
的
な

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
第
働
に
は
、
農
民
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
都
市
の
貧
窮
者
層
で
も
従
事
で
き
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
第
働

の
性
格
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
歴
史
的
性
格
を
一
概
に
論
ず
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
都
市
経
済
や
農
村
の
徐
剰
第
働
力
の
あ
り
方
に
ま
で
迫
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
に
見
る
長
期
的
形
態
の
場
合
は
や
や
趣
を
異
に
し
て
い
る
。

@

@
 

長
期
的
形
態
と
し
て
は
次
の
如
き
例
が
あ
る
。
即
ち
、
章
丹
の
話
に
登
場
す
る

「
黒
老
」
、
池
陽
の
人
胡
澄
、
屋
氏
の
荘
に
七
年
間

「傭
居
」

⑬

@
 

じ
て
い
る
婦
人
、
ま
た
、
尼
妙
寂
の
話
に
見
え
る
荘
園
の
「
群
傭
」
な
ど
で
あ
る
。
い
ま
少
し
く
具
鐙
的
に
見
て
ゆ
く
と
、

「
黒
老
」
は
貧
は
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神
仙
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
瓜
園
の
中
の
そ
ま
つ
な
家
に
住
み
、
傭
作
に
よ
っ
て
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
。
胡
澄
は
「
傭
耕
し
以
て
自
給」

し
て
い
た
が
、
妻
が
死
ん
だ
時
棺
も
買
え
ず
、
園
が
輿
え
た
程
に
貧
し
か
っ
た
。
ま
た
、
直
氏
の
荘
に
「
傭
居」

し
て
い
た
女
は
、

最
近
女
児

と
夫
を
な
く
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
等
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
尼
妙
寂
の
話
に
は
、
よ
り
明
瞭
に
長
期
的
傭
作
の
あ
り
方
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
話
は
女
主
人
公
が
、
殺
さ
れ
た
夫
と
義
父
の
仇

@
 

討
ち
を
す
る
と
い
う
筋
で
、
嘗
時
よ
く
謹
ま
れ
た
『
謝
小
蛾
俸
』
と
ほ
ぼ
同
一
の
話
で
あ
る
。
『
謝
小
蛾
俸
』
の
方
は
『
新
唐
書
』
列
女
俸
に

も
採
録
さ
れ
て
い
る
穏
人
口
に
贈
笑
し
て
い
た
。
こ
の
中
で
、
探
し
首
て
た
申
蘭
な
る
仇
敵
の
荘
園
に
男
装
し
た
主
人
公
が
雇
わ
れ
る
場
面
が

「
乃
ち
其
の
村
の
西
北
偶
に
名
蘭
な
る
者
の
あ
る
を
聞
く
。
黙
し
て
往
き
て
傭
と
な
る
を
求
め
、
純
ち
其
の
債
を
賎
く

と
あ
り
、
そ
の
後
主
人
公
は

「
童
は
群
傭
と
苦
作
し
、

夜
は
他
席
に
寝
る
。
其
の
丈
夫
に
非
ざ
る
を
知
る
者
無

あ
る
。
そ
の
一
節
に
、

す
。
蘭
喜
び
て
之
を
召
す
」

245 

し
」
と
あ
る
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
。
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さ
て
、
こ
こ
か
ら
こ
の
「
傭
」
の
あ
り
方
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
知
り
得
る
。
即
ち
、
主
人
公
は

「傭
」
と
な
る
た
め
に
雇
主
と
契
約

開
係
を
結
び
、

そ
の
コ
雇
直
」
リ
賃
金
は
首
事
者
同
士
の
話
し
合
い
で
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
荘
園
に
は
彼
女
の
他
に

「
群
傭
」

と
稀
さ
れ
る
程
多
く
の
雇
傭州
労
働
者
が
居
り
、
彼
ら
は
夜
は
郷
り
合
っ
て
(
他
防
)
寝
て
い
た
こ
と
、

つ
ま
り
、
共
同
生
活
を
さ
せ
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
長
期
的
一
履
傭
州
労
働
者
の
貫
態
の
一
端
、即
ち
、
荘
客
と
の
共
通
黙
と
相
違
貼
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
短
期
的
、

長
期
的
雇
傭
務
働
者
全
般
の
歴
史
的
位
置
を
、
次
に
考
え
て
み
た
い
。
前
掲
の
例
か
ら
気
付
く
の
は
、

に
彼
ら
雇
傭
州
労
働
者
が
雇
主
か
ら
は
人
格
的
に
自
立
し
た
存
在
で
あ
り
、

同
時
に
園
家
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り

ま
た

に
、
こ
こ
に
は
貨
幣
経
済
の
影
響
が
は
っ
き
り
と
表
明
さ
れ
て
レ
る
こ
と
で
あ
る
。

前
者
に
つ
レ
て
は
胡
澄
の
話
と
虚
氏
の
荘
の
婦
人
の
話
が
あ
る
。

即
ち
、
胡
澄
は

「傭
耕」

し
て
い
た
が

そ
の
貧
窮
に
補
助
を
興
え
た

ー
棺
を
興
え
た
ー
の
は
雇
主
で
は
な
く
園
家
で
あ
っ

た
。

雇
主
は
何
ら
の
保
護
を
し
な
か

っ
た
。
ま
た
直
氏
の
荘
の
婦
人
は
、
自
分

の、

夫
と
娘
を
な
く
し
た
と
い
う
不
運
と
、
園
家
の
税
の
と
り
た
て
の
き
び
し
さ
を
訴
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
に
一雇
主
か
ら
の
人
格
的
自
立
と
彼

つ
ま
り
、
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ら
が
園
家
に
よ
っ
て
個
別
に
把
握
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

後
者
の
例
で
は
、
尼
妙
寂
の
場
合
は
前
述
の
よ
う
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
こ
の
他
に
も
、

「
黒
老
」
は
家
を
賃
借
り
し
て
い
た
し
、
張

守
敬
の
茶
園
で
は
賃
金
を
支
梯
っ
て
い
た
と
い
う
例
か
ら
貨
幣
経
済
の

一
般
的
浸
透
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
州
労
働
形
態
の
存
在
意
義
も
自
ず
か
ら
う
か
び
上
っ
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
雇
傭
第
働
の
あ
り
方
を
見
れ
ば
、

つ
ま
り、

自
立
は
し
て
い
る
も
の
の
経
営
が
零
細
な
た
め
再
生
産
が
困
難
な
者
は
、
雇
傭
傍
働
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
生
産
を
維
持
す
る
こ
と

が
で
き
、
大
経
営
は
そ
の
必
要
に
臆
じ
て
務
働
力
を
確
保
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
各
階
層
聞
の
有
機
的
連
闘
を
媒
介
し
て
い
る
の

が
、
貨
幣
経
済
の
浸
透
を
通
じ
て
よ
り
確
立
す
る
雇一
傭
第
働
な
の
で
あ
る
。

tヨ
自
立
小
農
民
に
つ
い
て



一
般
的
概
念
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
い
。
自
穴住
的
に
、
家
族
及
び
若
干
の
短
期
的
傍
働
力
を
使
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
再
生
産
を
行
な
っ
て
い
る
も
の
を
指
し
て
い
る。

こ
の
親
黙
で
共
通
し
て
い
る
小
説
史
料
を
と
り
あ
げ
て
ゆ
く
。

本
節
で
考
察
す
る
自
立
小
農
民
と
は
、

ま
ず
、
彼
ら
の
土
地
所
有
面
積
に
つ
い
て
で
あ
る
が
数
字
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
十
畝
J
敷
頃
で
あ
っ
た
。
今
そ
れ
ら
を
列
奉
す
れ

@
 

ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
羅
元
則
の
話
に
登
場
す
る
張
明
通
は
、
羅
氏
に
よ
っ
て
「
十
畝
の
田
」
を
奪
わ
れ
「
業
を
失
つ
」
た
。
握
即
は

「洛
城

@

@
 

の
東
」
で
「
薄
田
百
畝
」
を
耕
作
し
自
給
し
て
い
た
。
信
法
長
は
自
分
の
家
に
「
回
数
頃
」
を
持
っ
て
い
た
。

梁
一
炊
の
夢
」
を
見
た
産
生
は
山
東
に
田
五
(
数
)
頃
を
持
ち
、

前
掲
の
林
昌
業
は

淫
州
の
王
安
園
は
姿
牟
頃
を
も
っ
て
い
た
が
、
二
頭

@
 

の
腫
馬
を
も
持
っ
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
経
営
規
模
は
も
う
少
し
大
き
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
等
々
で
あ
る
。
ま
た
、

@
 

章
全
素
は
南
昌
に
「
沃
回
数
百
畝
」
を
持
っ
て
い
た
と
言
う
が
、
彼
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
経
営
し
て
い
た
か
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。

『枕
中
記
』
の
主
人
公
で

「糞

@
 

物
に
不
自
由
は
し
な
い
程
度
の
生
活
、が
で
き
て
い
た
。

「
良
回
数
頃
」
を
所
有
し
て
い
た
が
、

春
穀
の
時
期
に
は
人
手
不
足
で
あ
っ
た
。

ま
た
、

以
上
見
る
如
く
、
十
畝
J
数
噴
の
田
地
を
家
族
及
び
若
干
の
短
期
的
制
労
働
力
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
営
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
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故
、
十
畝
と
い
う
例
は
少
な
す
ぎ
る
と
し
て
も
、
標
準
的
な
自
立
小
農
民
の
所
有
地
は

一
乃
至
数
頃
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
貫
に
は
地
域
的
較
差
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
開
中
な
ど
を
中
心
と
す
る
地
域
で
は

「
回
を
有

@
 

す
る
こ
と
五
十
畝
に
満
た
ざ
る
者
は
、
尤
も
是
れ
貧
人
な
り
'」
と
見
倣
さ
れ
て
は
い
た
が
、
江
南
な
ど
の
肥
沃
な
地
域
で
は
そ
う
で
は
な
か
っ

た
。
有
名
な
陸
亀
蒙
の
杭
州
の
団
地
は
、
約
四
頃
の
所
有
地
に
牛
十
頭
以
上
、
耕
夫
十
人
以
上
が
居
り
陸
氏
自
身
も
第
働
に
参
加
し
て
い
た
の

S
 

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
地
域
的
較
差
は
大
き
か
っ
た
も
の
の
、
小
説
で
は
家
族
第
働
及
び
若
干
の
制
労
働
力
に
よ
る
経
営
と
一

J
数
頃
の
所
有

地
と
が
劃
躍
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
表
現
の
問
題
は
、
次
節
で
見
る
所
謂
大
土
地
所
有
と
し
て
分
類
し
た
史
料
群
と
あ
わ
せ

て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
そ
ち
ら
に
譲
っ
て
お
く
。
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お
よ
そ
三
つ
の
段
階
が
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
自
立
小
農
民
は
ど
の
よ
う
な
朕
態
で
献
労
働
に
従
事
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
所
有
地
と
献
労
働
力
と
の
比
較
で
考
え
る
な
ら
ば
お

つ
ま
り
刷
所
有
地
が
少
な
く
家
族
第
働
力
が
徐
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
、

ω見
童
も
含
め
た
家
族
第
働
力
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ω若
干
の
季
節
傍
働
力
を
も
と
り
入
れ
て
い
る
も
の
、
の
三
段
階
で
あ
る
。
同
の
例
と
し
て
は
、
家
族
内
の一

@
 

員
を
僧
侶
に
出
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
借
智
園
の
話
に
登
場
す
る
沙
摘
が
そ
の
典
型
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
沙
蒲
は
寺
の
所
在
地
の
村
の
出
身

の
み
で
ま
か
な
っ
て
い
る
も
の
、

で
、
あ
る
日
誤
っ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
事
件
の
首
目
、

家
人
は
皆
田
で
働
い
て
い
た
。
云
云
。
と
筋
が
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
家
族
は
す
べ
て
農
業
に
従
事
し
、
沙
粛
は
寺
に
出
て
い
る
と
い
う
家
族
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
所
有
地
は
大
き
い
方

で
あ
る
が
前
掲
健
法
長
の
場
合
も
、
農
繁
期
!
と
り
入
れ
1

に
家
へ
蹄
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
様
な
家
族
鉱
労
働
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
武
宗
の
排
俳
ま
で
、

一
般
民
衆
の
中
で
信
尼
に
な
っ
た
者
が
相
嘗
数
居
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、

口
減
ら
し
と

税
金
逃
れ
の
た
め
こ
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
農
民
が
あ
っ
た
こ
と
は
極
く
自
然
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
借
侶
は
出
し
て
い
な
い
が
、
前
掲
張

明
通
の
よ
う
な
零
細
農
民
も
何
ら
か
の
形
で
他
の
附
労
働
に
参
加
し
た
だ
ろ
う
こ
と
は
預
想
さ
れ
、
こ
こ
で
前
節
に
見
た
雇
傭
第
働
と
の
結
合
が

@
 

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
雇
傭
と
は
明
確
に
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
様
な
例
は
賀
氏
の
場
合
に
見
ら
れ
る
。
彼
女
の
雨
親
は
農
民
で
あ
っ

た

い
た
こ
と
は
十
分
珠
想
で
き
る
所
で
あ
る
。
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が
、
彼
女
自
身
は
「
織
女
」
と
評
判
に
な
っ
て
い
た
ほ
ど
織
物
の
技
術
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
何
ら
か
の
形
で
家
計
を
支
え
て

@

@

@
 

「
誼
の
た
た
り
」
を
受
け
た
王
公
直
、
ま
た
曹
州
の
史
無
畏
或
い
は
官
両
信
寓
廻
等
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ほ
ぼ

家
族
の
み
で
働
い
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
児
童
が
鉱
労
働
し
て
い
た
と
い
う
例
も
あ
り
、
家
族
組
出
で
働
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
様
子
が

@
 

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
児
童
務
働
の
一
例
は
「
高
安
村
の
小
児
」
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
話
で
は
「
小
児
」
が

一
人
田
中
で
働
い
て
い
た
時

そ
の
死
後
の
霊
が
犯
人
を
数
え
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
家
族
の
他
の
者
が
働
い
て
い
る
場
面
は
な
い
が
、

似
の
例
は
、
前
掲
握
即
、

に
殺
さ
れ
、

他
の
日
は
嘗

然
共
に
第
働
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
ま
た
、

様
子
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

や
や
年
長
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
る
が
高
廻
の
場
合
に
も
子
供
を
含
め
て
一
家
で
働
い
て
い
る

ωの
例
で
は
前
節
で
見
た
宜
君
鯨
の
王
老
や
林
昌
業
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
短
期
的
な
雇
傭
鉱
労
働
を
使
用
し
て
い
た
。
以

上
が
自
立
小
農
民
の
寅
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。



一円
次
に
、
こ
れ
ら
小
農
民
の
登
場
す
る
作
品
に
共
通
す
る
特
徴
黙
を
考
え
て
み
よ
う
。

最
も
大
き
な
特
徴
と
し
て
気
づ
く
の
は
、
前
節
の
雇
傭

労
働
と
同
様
、
都
市
・
貨
幣
経
済
と
の
関
連
で
作
品
の
筋
が
展
開
し
て
い
る
黙
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
掲
の
崖
卸
は
、
畑
で
掘
り
出
し
た
金
を

揚
州
に
ま
で
貰
り
に
出
か
け
た
し
、
王
公
直
は
飢
僅
を
乗
り
切
る
た
め
に
、
自
分
の
飼
っ
て
い
た
輩
を
捨
て
、

儀
っ

た
桑
の
葉
を
洛
陽
で
高
く

買
っ
た
。
曹
州
の
史
無
畏
父
子
は
農
村
で
の
貧
困
な
生
活
を
す
て
、
資
本
金
を
借
り
て
こ
れ
も
揚
州
で
大
金
を
儲
け
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
前

掲
の
賀
氏
は
そ
の
後
行
商
人
に
嫁
い
だ
。
そ
し
て
後
に
夫
が
家
に
お
金
を
入
れ
ず
困
窮
し
た
時
に
は
、
彼
女
自
身
が
「
傭
織
」
、
即
ち
織
物
の

賃
借
刀
働
に
従
事
し
、
「
傭
直
」
を
得
て
姑
に
つ
く
し
た
。
こ
の
よ
う
に
都
市
・
貨
幣
経
済
が
話
の
展
開
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
も
の
と

共
に
、
そ
れ
ら
が
背
景
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
前
掲
林
昌
業
は
都
市
で
「
功
力
」
を
集
め
よ
う
と
し
、
羅
元
則
は
贋
陵
に
出
か
け
た

時
に
鬼
に
出
禽
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
都
市
経
済
、
貨
幣
経
済
と
結
合
し
た
形
で
話
が
す
す
め
ら
れ
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
背
景
に
は
、
唐
中
期
以
降
の

商
業
の
護
展
や
祝
秀
侠
氏
の
指
摘
す
る
商
人
居
の
撞
頭
と
い
う
要
素
も
大
き
な
位
置
を
占
め
る
。

し
か
し
、
や
は
り
現
賓
の
農
村
に
於
い
て
、

或
い
は
都
市
経
済
に
依
援
し
、
或
い
は
貨
幣
を
利
用
す
る
(雇
傭
労
働
も
含
め
て
)
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
再
生
産
の
基
盤
が
よ
り
強
固
に
さ
れ

る
小
農
民
層
の
存
在
が
大
き
な
比
重
を
占
め
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

王
公
直
が
飢
僅
針
策
に
都
市
経
済
の
投
機
的
性
格
を
利
用
し
自
ら
の
経

か
か
る
現
寅
農
村
の
動
向
は
小
説
作
品
に
明
瞭
に
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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替
を
守
っ
た
と
い
う
の
は
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

か
く
し
て
、
従
来
、
大
土
地
所
有
者
と
比
較
し
て
生
産
力
や
、
劃
園
家
権
力
の
面
な
ど
で
弱
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
小
農
民
層
は
、
自
立

の
基
盤
を
一
層
強
固
に
し
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
分
解
論
」
の
立
場
で
は
唐
後
牟
期
以
降
重
視
さ
れ
な
く
な
る
か
か
る
自
立
小
農
民

層
の
存
在
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

伺

所
謂
大
土
地
所
有
に
つ
い
て
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第
一
節
で
と
り
あ
げ
た
作
品
で
燭
れ
る
部
分
も
あ
っ
た
が
、
最
後
に
所
謂
大
土
地
所
有
と
見
な
さ
れ
る
作
品
群
に
つ
き
検
討
し
た
い
。
こ
れ
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ま
で
、
大
土
地
所
有
と
見
倣
さ
れ
る
史
料
は
、
目
六
践
的
に
多
く
の
所
有
地
や
生
産
物
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
、
或
い
は
多
く
の
人
聞
が
M

労
働
に

従
事
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
も
の
等
で
あ
っ
た
。
と
り
あ
え
ず
こ
の
よ
う
な
基
準
で
小
説
史
料
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

具
鐙
的
に
所
有
面
積
を
あ
げ
て
い
る
例
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
玄
宗
朝
、
字
文
融
が
直
従
恩
を
非
難
す
る
際
に
玄
宗
に
告
げ

畠

@

た
「
地
数
百
頃
」
と
い
う
屋
氏
の
所
有
地
の
例
、
趨
和
の
話
に
登
場
す
る
楚
州
准
陰
の
農
民
が
数
百
畝
を
新
た
に
開
拓
し
た
と
い
う
例
、
巌
都

@

@
 

が
持
っ
て
い
た
と
い
う
「
良
田
高
頃
」
、
司
空
固
の
中
篠
山
王
官
谷
の
「
良
回
数
十
頃」
、
ま
た
、
汝
墳
の
編
戸
衡
慶
が
質
を
拾
う
こ
と
に
よ
っ

@
 

て
手
に
入
れ
た
と
い
う
、
「
牛
四
百
蹄
」
を
使
う
「
回
二
千
畝
」
、
等
が
具
践
的
に
所
有
面
積
を
示
し
て
い
る
例
で
あ
る
。

こ
の
内
、

巌
部

の
場
合
は
修
僻
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

直
氏
の
所
有
地
に

つ
い
て
は
、
字
文
融
の
誇
張
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が

@
 

強
く
、
奮
唐
警
の
記
載
と
も
一
致
し
な
い
の
で
、
正
確
な
数
値
と
は
見
倣
せ
な
い
。
か
か
る
問
題
貼
は
あ
る
も
の
の
、
相
嘗
大
規
模
な
土
地
所

ま
ず
、

有
者
が
居
た
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
面
積
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
大
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た
こ
と
の
窺
え
る
例
は
あ
る

(「足
穀
翁
」

と
号
一
口
わ
れ
た
章
宙
な
ど
、

『障問記
』
谷
四
九
九
〉
。

た
だ
、
そ
の
自
六位
的
な
経
営
の
仕
方
に
は
全
く
燭
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に

」
こ
に
は
純
粋
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に
俸
奇
小
説
と
見
得
る
も
の
は
、
衛
慶
の
例
を
除
け
ば
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
よ
う
な
、
俸
奇
小
説
の
限
界
を
示
し
て
い

る
。
つ
ま
り
私
的
な
大
土
地
所
有
は
表
現
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、

我
々
に
と
っ

て
は
具
践
的
経
営
方
法
を
も
把
握
し
難
い
結
果

と
な
る
。

で
は
、
多
数
の
人
聞
が
傍
働
に
従
事
し
て
い
る
よ
う
な
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

い
く
篇
か
の
小
説
で
は
、
荘
園
主
の
家
族
を
も
含
め
た
範

聞
で

一
荘
園
に
住
み
、
働
い
て
い
る
人
々
の
数
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

王
鑑
の
荘
園
は
彼
の
自
宅
か
ら
か
な
り
は
な
れ
た
所
に
あ
っ
た
が
、

@
 

よ
っ
て
「
奴
稗
輩」

と
呼
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
梁
仲
朋
は
郊
外
に
「
小
荘
」
を
持
っ
て
お
り
、
毎
日
農
作
業
に
通
っ
て
い
た
。
彼
の
家
に
は

@
 

弟
妹
が
共
に
住
ん
で
お
り
二
家
三
十
口
」
で
あ
っ
た
。
前
掲
直
煽
の
荘
園
に
は
褒
と
果
物
が
寅
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
少
な
く
と
も

「家
催

及
び
荘
客
十
徐
人
」
が
住
ん
で
い
た
。
葉
朗
之
の
家
で
は
、
あ
る
年
の
夏
、
前
年
殺
し
た

「章
川
使
者
」
の
た
た
り
に
よ
っ
て
、

二

荘
七
人
」
の
「
奴
」
と
表
現
さ
れ
る
人
が
居
り
、
彼
ら
は
王
鑑
に

「奴」

人



と
一
家
の
内
の
八
人
が
死
ん
向
。
ま
た
、
償
法
長
の
話
に
捕
か
れ
た
里
民
王
氏
は
「
其
家
十
除
人
」
で
あ
り
、
牛
や
臨
馬
を
持
っ
て
い
た
。
さ

る@ら

王
氏
に
射
し
て
「
主
人
」

と
い
う
語
を
使
う
者
が
登
場
す
る
の
で

こ
こ
に
は
王
氏
一
家
の
他
に
数
人
の
使
用
人
が
居
た
と
思
わ
れ

以
上
、

い
ず
れ
も
侮
奇
小
説
の
舞
蓋
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
荘
園
の
人
数
構
成
の
例
で
あ
る
。

こ
の
五
例
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
見
れ

ば
、
梁
仲
朋
の
場
合
は
勿
論
で
あ
る
が
、
里
民
王
氏
も
全
鐙
の
人
数
か
ら
見
て
、
所
有
者
自
身
が
献
労
働
に
参
加
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他

の
三
例
で
は
所
有
者
は
そ
の
荘
園
に
住
ん
で
お
ら
ず
、
故
に
所
有
者
は
第
働
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
あ
る
が
、
こ
の
五
例
で

貫
際
に
献
労
働
し
て
い
た
人
数
(
家
族
・
妊
客

・奴
)
は
数
人
乃
至
十
人
前
後
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
、

男
女
の
比
率
と
か
、
旺

客
の
占
め
る
割
合
等
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
概
数
と
し
て
み
た
場
合
で
あ
る
。

一
般
的
に
荘
園
で
第
働
の
指
揮
は
誰
が
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
荘
園
主
自
身
が
務
働
に
参
加
し
て
い
る
場
合
は
嘗
然
家
父
長
、

或
い
は
そ
れ
に
相
首
す
る
長
子
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
家
族
員
に
射
し
て
は

一
定
の
強
制
力
を
持
っ
て
い
た
。
前
掲
羅
元
則
の
家
は
、
張
明
通
か

で
は
、

ら
十
畝
の
回
を
奪
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、

か
な
り
力
を
持
つ
農
家
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
あ
る
時
元
則
が
鬼
と
の
約
束
に
よ
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り
外
出
で
き
な
い
と
語
っ
た
の
に
封
し
、
事
情
を
知
ら
な
い
彼
の
父
は

「国
家
は
嘗
に
自
ら
力
む
べ
し
。
乃
ち
安
を
像
み
寝
に
甘
ん
じ
、
妄
り

⑫
 

元
則
を
杖
で
う
っ

て
農
作
業
に
騎
り
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
彼
も
抵
抗
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、

梁
仲
朋
の
場
合

に
妖
僻
を
震
さ
ん
や
」
と
、

は
、
農
作
業
の
例
で
は
な
い
が
、
あ
る
晩
弟
妹
に
命
じ
て
庭
で
宴
舎
を
す
る
場
面
が
あ
り
、
彼
は
弟
妹
に
射
し
て
家
父
長
的
な
地
位
に
居
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
見
て
、
家
父
長
、
或
い
は
同
等
の
擢
限
を
持
つ
者
が
農
作
業
の
指
揮
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

@
 

で
は
、
所
有
者
が
不
在
で
あ
る
荘
園
で
は
ど
う
か
。
こ
の
例
は
、
三
原
鯨
尉
で
あ
っ
た
沈
章
の
例
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
話
の
筋
は
、
沈
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章
が
古
い
誕
(
墓
道
〉
の
上
に
牛
坊
を
建
て
さ
せ
、
そ
こ
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
霊
が
死
後
の
世
界
の
役
所
へ
訴
え
た
。
こ
の
訴
え
に
よ

っ
て
地

上
に
汲
遣
さ
れ
た
役
人
が
彼
を
裁
き
の
場
へ
引
き
立
て
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
彼
は
、
責
任
逃
れ
の
意
も
あ
っ
て
、

「此
れ
主
役
の
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家
人
銀
鏑
、
意
を
飽
に
す
る
な
り
」
と
答
え
て
連
行
を
免
れ
た
。

一
方
、
死
後
の
世
界
へ
連
行
さ
れ
た
銀
鏑
は

「郎
指
数
せ
り
」
と
反
論
し
て

い
た
、
と
い
う
夙
に
話
は
展
開
す
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
荘
園
に
不
在
で
あ
っ
た
沈
章
は
家
人
の
銀
鏑
に
命
じ
て
仕
事
の
指
揮
を
さ

せ
て
い
た
。
嘗
然
、
と
の
場
合
の
牛
坊
を
建
て
る
と
い
う
仕
事
以
外
で
も
、
彼
が
指
俸
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
家
人
の

果
し
た
役
割
は
、
こ
れ
ま
で
「
知
荘
吏
」
等
の
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
が
、
あ
る
荘
園
で
は
こ
の
よ
う
な
家
人
が
家
父
長
の
代
理

と
し
て
委
喝
を
受
け
て
指
揮
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
第
働
の
指
揮
と
い
う
問
題
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
前
掲
五
例
の
荘
園
で
は
、
数
人
乃
至
十
人
前
後
の
第
働
力
を
、

家
父
長
或
い
は
こ

れ
に
代
る
者
、
ま
た
家
人
等
が
指
揮
し
て
一
日
労
働
単
位
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
五
例
の
荘
園
は
、
所
調
大
土
地
所
有
者
と
し
て
漠
然
と
と
ら
え
る
の
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
渡
遁

信

一
郎
氏
が
、
漢
六
朝
期
の
経
営
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
措
定
し
た

一
具
牛
十
人
を
車
位
と
す
る
「
中
農
層」

⑫
 

る
家
父
長
的
家
内
奴
殺
制
経
営
)
を
想
起
し
た
い
。
勿
論
小
説
で
は

具
鰻
的
経
営
に
つ
い
て
は
把
え
ら
れ
ず
、

(
家
族
・
奴
隷
・
備
作
よ
り
な
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そ
の
傍
働
構
成
の
あ
り
方
も
や
や

異
な
っ
て
い
る
の
で
そ
の
接
貼
に
つ
い
て
は
今
後
深
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
存
在
形
態
と
し
て
の
共
通
性
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
こ
こ
に
見
て
き
た
層
は
、

「
均
田
小
農
民
」
或
い
は
そ
の
延
長
と
し
て
圏
家
に
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
こ
の
五
例
共
が
停
奇
小
説
と
し
て
創
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ず
、
か
か
る
規
模
の
荘
園
は
鰻
制
の
枠
内
で
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
官
僚
達
に
と
っ
て
は
、
こ
の
程
度
の
荘
園
H
私
的
土
地

所
有
は
極
め
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、
何
ら
問
題
に
す
る
必
要
の
な
い
存
在
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
放
に
、
比
較
的
明
確
に
妊
園
の

イ
メ
ー
ジ
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
従
来
一
律
に
妊
H
大
土
地
所
有
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
中
に
は
所
謂

「
中

小
説
作
品
の
題
材
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ

農
層
」
と
見
得
る
例
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
第
一
節
で
も
見
た
よ
う
に
、
小
土
地
片
を
集
積
し
て
急
速
に
成
長
し
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
説
類
に
見
る

限
り
で
は
、
最
初
に
見
た
よ
う
な
一
般
的
な
大
土
地
所
有
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
内
買
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ



た
。
土
地
所
有
の
朕
況
、
経
営
の
寅
態
な
ど
具
桂
的
に
見
る
こ
と
は
、
小
説
類
以
外
の
史
料
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

む

す

び

以
上
、
唐
代
の
小
説
類
を
主
た
る
史
料
と
し
て
、
そ
の
世
界
に
映
し
出
さ
れ
た
農
民
諸
階
層
の
あ
り
方
と
土
地
所
有
に
つ
き
穂
睦
的
に
検
討

し
て
き
た
。
こ
こ
に
分
析
し
た
階
層
構
成
を
ど
の
時
代
、
或
い
は
西
暦
何
年
代
の
も
の
と
巌
密
に
特
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
小
説
史
料
の
成
立
年
代
か
ら
考
え
れ
ば
、
唐
代
後
半
期
乃
至
は
そ
れ
を
湖
上
る
こ
と
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
時
代
の
も
の
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
前
述
の
諸
階
層
は
、
小
説
の
限
界
を
認
識
し
て
若
干
の
階
層
を
付
け
加
え
れ
ば
、
唐
宋
抽出
革
期
前
半
に
於

け
る
基
本
的
諸
階
層
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る。

行
論
の
中
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
繰
り
返
す
の
は
避
け
た
い
。
し
か
し
、
組
瞳
と
し
て
、
生
産
力
の
護
展
を
前
提
と
し
た
都
市
経
済
・
貨
幣

経
済
を
一
つ
の
大
き
な
横
粁
と
し
て
、
社
舎
構
造
が
嬰
草
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
具
韓
相
は
把
握
し
得
た
と
考
え
る
。
こ
の
中
で
、
隷
属
民
の
重
要

な
一
部
分
で
あ
っ
た
荘
客
は
自
立
の
要
素
を
蓄
え
、
小
農
民
は
経
営
の
不
安
定
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
つ

つ
あ
っ

た
。
そ
れ
は
六
朝
以
来
の
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「
中
農
層
」

や
そ
れ
以
上
の
大
土
地
所
有
者
の
饗
質
を
迫
る
動
き
で
も
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一

方
で
は
唐
朝
の
奮
来
の
支
配
世
制
を

つ
き
崩
し
て
ゆ
く
、
新
た
な
土
地
集
積
者
層
も
勢
力
を
伸
ば
し

つ
つ
あ
っ
た
。
か
く
て
宋
代
の
地
主
|
佃
戸
関
係
が
形
成
さ
れ
、
ま
た
上
か
ら

は
主
戸
|
客
戸
韓
制
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
に
迫
る
た
め
に
は
、
小
論
で
は
言
及
す
る
徐
裕
の
な
か
っ
た
圏

家
支
配
の
あ
り
方
を
も
含
め
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
今
後
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

註①
宮
崎
市
定
氏
「
部
曲
か
ら
佃
戸
へ
1

唐
宋
間
枇
曾
嬰
草
の
一
面
l
」
凶

-
m
(『
東
洋
史
研
究
』
第
二
九
省
第
四
鋭
、
第
三
O
省
第

一鋭、

一
九

七
一
年
。
後

『宮
崎
市
定
ア
ジ
ア
史
論
考
』
刷
、

一
九
七
六
年
、
所
牧
〉。

碗
波
護
氏
「
唐
代
の
制
詰
」
(『東
洋
史
研
究
』
第
三
四
谷
第
三
鋭、

一九

七
六
年〉

他
。
佐
竹
靖
彦
氏

「唐
宋
獲
革
期
に
お
け
る
四
川
成
都
府
路
地

域
枇
曾
の
嬰
貌
に
つ
い
て
L

(

『
東
洋
史
研
究
』
第
三
五
谷
第
二
披
、
一
九

253 



254 

七
六
年
〉
他
。

②

渡

透

信

一
郎
氏

「
中
園
に
お
け
る
律
令
制
と
位
曾
構
成
」
(『
歴
史
聞
学
研

究
』
一

九
七
六
年
度
別
冊
〉
。

③
姻
敏
一
氏

『
均
田
制
の
研
究
』

(
岩
波
書
広
、
一
九
七
五
年
)
で
は
従

来
の
事
設
に
つ
い
て
詳
細
に
整
理
、
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、

唐
代
小
農
民

の
質
態
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
未
だ
不
十
分
で
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

④
周
藤
土
口之
氏

「
唐
末
五
代
の
荘
園
制
」
(『
中
園
土
地
制
度
史
研
究
』
一

九
五
四
年
、
所
枚
)
。

⑤

拙
稿
「
唐
米
藩
鎮
の
軍
構
成
に
闘
す
る

一
考
察

|
地
域
差
を
手
が
か
り

と
し
て
|
」
(『史
林
』
第
五
八
省
第
六
鋭
、

一
九
七
五
年
)。

⑤

森

正

夫
氏
、
柳
田
節
子
氏
の
問
題
提
起
を
ふ
ま
え
、
嶋
居
一

康
氏

「
宋

朝
専
制
支
配
の
基
礎
と
そ
の
構
造
|
地
主
佃
戸
制
の
展
開
と
小
農
経
営
と

の
閥
速
を
中
心
と
し
て
|
」
、
足
立
啓
二
氏

「
明
清
時
代
の
小
経
営
と
地

主
制
に
闘
す
る
覚
え
書
」

(
共
に

『
新
し
い
歴
史
皐
の
た
め
に
』

第

一
四

三
腕
、
一

九
七
六
年
)
が
設
表
さ
れ
て
い
る
。

⑦

松
井
秀

一
氏
「
唐
代
後
半
期
の
江
准
に
つ
い
て
l
江
賊
及
び
康
全
泰

・

域
型
甫
の
叛
飢
を
中
心
と
し
て
|
」
(
『史
祭
雑
誌
』
第
六
六
編
第
二
鋭
、

一

九
五
七
年
)
な
ど
。

③
草
野
端
氏
「
唐
宋
時
代
に
於
け
る
山
旋
回
の
存
在
形
態
」
凶
(『
熊
本
大
国
字

法
文
論
叢
』
第
=
ご
腕
、
一
九
七
二
年
)
七
八
、

七
九
頁。

⑤

主
に
参
照
し
た
成
果
は
次
の
通
り
。
魯
迅
校
録
『
唐
宋
侍
奇
集』

・
『稗

透
小
綴
』
(
文
学
古
籍
刊
行
位
、
一
九
五
五
年
)
、
同

『
中
園
小
説
史
略
』

(
北
新
書
局
、

一
九
=
二
年
〉
、
王
位
叶
扇
校
録
『
唐
人
小
説
』
(
古
典
文
事

出
版
位
、
一
九
五
五
年
〉
、
劉
閲
祭

『唐
代
小
説
研
究
』
(
上
海
商
務
印
書

館、

一
九
五
五
年
)
、
親
秀
侠

『唐
代
侍
奇
研
究
』
(
現
代
園
民
基
本
知
識

叢
書
第
四
輯
、

一
九
五
七
年
)
、
王
夢
鴎
『
唐
人
小
説
研
究
』
第
一

・
二
輯

(
婆
文
印
書
館、

一
九
七
一
・

七
三
年
〉
。

⑫
主
に
参
照
し
た
成
果
を
郎
笥
け
れ
ば
次
の
通
り
。
吉
川
幸
次
郎
諜

・
解
説

「唐
宋
侍
奇
集
」
(
卒
凡
枇
世
界
文
摩
大
系
七一

、
一
九
六
四
年
)
。
前
野
直

彬
謬

・
解
説

『唐
代
侍
奇
集
』
1

・
2
(
卒
九
枇
東
洋
文
庫
2
・
日目、

一
九

六
三

・
六
四
年
)
。
内
山
知
也

『
陪
唐
小
説
研
究
』
(
木
耳
枇
、
一
九
七
六

年
)
。
近
藤
春
雄

「
唐
代
小
説
に
つ
い
て
|
枕
中
記

・
南
拘
太
守
侍

・
謝
小

蛾
侍
|
」
(『愛
知
豚
立
女
子
大
事
紀
要
』
第

一
五
腕
、

一
九
六
五
年
〉
他。

⑪

例

え
ば
魯
迅
『
中
園
小
説
史
略
』
第
八
篇
唐
之
侍
奇
文
出
で
は
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

小
説
亦
如
詩
、
至
唐
代
而
一
袋
、
雌
向
不
離
子
俊
奇
記
逸
、
然
叙
述
宛

側
、
文
僻
筆
盤
、
輿
六
朝
之
粗
陳
梗
概
者
較
、
演
進
之
迩
甚
明
、
而
尤

願
者
乃
在
是
時
則
始
有
意
篤
小
説
。

⑫
劉
氏
前
掲
書
、
序
論
(
一
一
一
一貝)
、
税
氏
前
掲
書
、
緒
論

(
一
八
頁
)
。

⑬
祝
氏
前
掲
書
、
第
二
章
第
四
節
商
質
的
接
頭
な
ど
。

⑬

内

山
氏
前
掲
書
、
序
論
、

二
小
説
の
作
者
と
讃
者
に
つ
い
て
。

⑮
近
藤
春
雄
氏
「
唐
代
小
説
の
愛
生
」
(「
設
林』

第
九
放
、一

九
六
二
年
)

な
ど
。

⑮
註
⑮
に
同
じ
。
ま
た
劉
氏
前
掲
書
、
第
一

章
第
二
節
進
土
科
塑
輿
侍
奇

小
説
的
産
生
。

⑫
前
野
氏
前
掲
書
1
、
解
説

「
唐
代
の
侍
奇
」。

⑬

祝

氏

前
掲
書
、
第
二
章
第
一
節
耳
目
六
朝
志
異
筆
記
的
感
導
、
な
ど
。

⑬
劉
氏
前
掲
書
、
第
一
章
第
三
節
悌
数
文
皐
所
給
輿
停
奇
小
説
影
響
、
な

戸』
。
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書

名

洛酉南唐唐侍定枕諌績仙宣集謝三庚乾原劇稽玉曾因異

詔陽部 玄侍小水 堂昌

緒 披関命中賓 室異 異際化 談紳 解話閲

奮雑新 怪拾蛾小 間間

望組審言史脊録記録録遺志記侍臆記子記録録話芸録集

張段銭王高裳呂越沈胡李杜張醇李皇戴温皇康徐王包定自際

定彦主白紙復光用公甫庭甫 仁
氏滑

賢式易保休釧塑勤務竣言庭讃弱佐枚李錫?併鎧裕?務翰

作

者

名
要警成

作
者
の
生
存
年
代
及
び
主
な
官
位
、
そ
の
他

唐
末
、
屯
団
員
外
郎
。
⑤

大
中
年
間
、
街
州
刺
史
。
⑤

不
詳
。
本
書
は
牛
俗
儒
の
宰
相
時
代
以
後
成
立
。
⑬

後
唐
、
翰
林
護
士
。
後
漢
、
戸
部
尚
書
。
願
徳
三
年
波
。
③

南
唐
、
翰
林
皐
士
。
宋
、
直
撃
士
院
給
事
中
、
散
騎
常
侍
。
ぬ

乾
符
年
間
の
進
士
。
⑤

不
詳
。
八
世
紀
末
間
明
か
ら
九
世
紀
前
牢
の
人
。
⑮

大
中
年
間
の
初
、
進
士
科
に
態
ず
。
山
南
東
道
節
度
使
徐
商
の
巡
官
と
な
る
。
②

至
徳
二
年
の
進
士
。
鏡
州
銀
事
参
寧
に
至
る
。
⑮

威
週
末
年
、
汝
州
魯
山
鯨
令
。
⑨

代
宗
朝
に
生
れ
、
宣
宗
朝
に
も
生
存
。
③

長
慶
年
間
、
光
州
刺
史
。
@

大
中
年
間
の
進
士
。
中
和
年
間
の
初
、
吏
部
侍
郎
。
①

前
局
王
建
の
時
、
金
紫
光
線
大
夫
、
諌
議
大
夫
。
⑦

不
詳
。
大
和

・
開
成
年
間
頃
の
人
。
⑨

文
宗

・
武
宗
朝
の
人
。

⑤

開
元
年
間
よ
り
貞
元
年
閉
ま
で
の
人
。
左
拾
遺
、
史
館
修
撰
。
⑪

八
世
紀
中
頃
の
人
。
水
部
員
外
郎
。
⑪

不
詳
。

乾
符
五
年
、
成
都
節
度
副
使
、
御
史
大
夫
。
⑮

不
詳
。
唐
末
の
人
。
本
書
は
信
宗
朝
に
成
立
。
⑫

成
通
庚
寅
(
十
一
)
年
生
。
⑥
本
書
は
後
梁
時
代
に
成
立
。
⑫

宋
、
民
宗
朝
の
翰
林
摩
土
。
⑤

威
通
年
間
の
初
、
江
州
刺
史
。
@
威
通
四
年
波
。
③

宋
、
太
卒
輿
園
二
年
の
進
士
。
問
中
書
門
下
卒
章
事
に
至
る
。
@

正
史
列
停
所
載
容
数

ヘ
新
五
代
史
翁
五
七

戸
奮
五
代
史
省
一
二
八

宋
史
容
四
四
一

ヘ
新
唐
書

/
奮
唐
書

程
二
ハ
一

容
一
四
九

新
唐
書

毛主

宋
史
省
三
一
七

¥
奮
唐
書
袋

二
ハ
七

/
新
唐
書
名
八
九

宋
史
省
二
六
五

- 73ー
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譲き婆 l詳薦詳

不張不

不
詳
。

貞
元
二
十
年
、

工
部
侍
郎
粂
御
史
大
夫
。

同
年
波
。
②

不
詳
。

省
一
四
九

盤鐙盤

怪怪異

録集集

鄭沈資

(⑤
の
五
行
類
に
腐
す
。
)
不
詳
。

一

(⑤
の
道
家
類
に
廊
す
。
)
不
詳
。
唐
、
深
水
豚
令
。
@

一

(⑤
の
雑
史
類
に
属
す。〉

大
和
八
年
の
進
士
。
作
州
刺
史
、
宣
武
軍
節
度
観
察
等

一

1

1
1

1

1

汚

ゆ
|
|

一

庭
古
今
五
行
記

綴

仙

仰

明

白
玉

雑

録

(
出
典
)

①
『
新
唐
書
』
本
待
、
②

『
措置
唐
書
』
本
待、

③
『
新
五
代

史
』
木
伸
、
④

『醤
五
代
史
』
本
仰
、
⑤
『
新
唐
書
』
義
文
志、

⑤
『
欽

定
四
庫
全
害
総
目
』
、
⑦
魯
迅

『稗
泡
小
綴』
、
③
向
『
中
園
小
説
史
略
』
、

@
在
野
垣
氏
前
掲
書
、

⑮
前
野
直
彬
氏
前
掲
書
、
⑪
内
山
知
也
氏
前
掲

書
。
⑫
余
嘉
錫
氏
『
四
庫
提
要
緋
誼
』
。

②
『
時
間
記
』
省
三
七
二
鼠
緬
(『
仰
奇
』
所
牧
、
以
下
(
)
内
は
所
収

作
品
集
を
示
す
)

開
成
中
、
有
盛
一樹
皐
究
、
家
於
洛
下
、
有
荘
子
高
安
山
之
陰
、

夏
草芦
既

登
、
時
果
又
熱
、
途
濁
跨
小
馬
、
造
其
荘
、
・
・
・
酒
度
其
己
遠
、
方
能

起
拘
門
、
荘
客
乃
啓
閥
、
驚
溺
之
夜
至
、
哨
汗
而
不
能
言
、
及
旦
、
忽

閲
荘
院
内
客
突
援
、
云
、
三
歳
小
見
、
因
昨
管
嫁
而
不
蘇
失
、
酒
甚
悪

之、

途
率
家
憧
及
荘
客
十
徐
人
、
持
万
斧
弓
矢
而
究
之
、

@
『
障
問
記
』
谷
二
三
八
醇
氏
子
(
『
唐
闘
史
』
)

有
蕗
氏
二
子
、
野
居
伊
閥
、
先
世
嘗
典
大
郡
、
資
用
甚
盤
、
:
:
:
道
土

日、

命
家
健

・
役
客
輩
、
悉
具
番
録
、
候
鐸
日
渡
土
、
則
可
以
目
験

失
、
然
若
無
術
以
制
、
則
逃
匿
糞
媛
、

不
復
能
迫
、
・

@

『

康

記
』
晶
恒
三

O
七
沈
掌
(『
集
異
記
』
〉

沓
唐
書

翁
一

五
八

貞
元
中
、
庶
子
沈
筆
致
仕
永
崇
皇
、
其
子
掌
尉
三
原
、
素
有
別
業、

在

邑
之
西
、
室
因
官
途
修
葺
駕
、
於
荘
之
北
、
卒
原
十
絵
里
、
垣士
口
堤
、

以
建
牛
坊
、
秩
浦
、
因
蹄
農
湾
、
:
:
:
章
謂
日
、
此
主
役
之
家
人
銀
鏑

徳
意
也
、
二
吏
相
顧
目
、
置
郎
召
奴
、
或
可
失
、
因
忽
不
見
、
其
夜
、

銀
鏑
気
摩
而
卒
、
数
日
、

忽
復
遇
二
吏
、
謂
掌
目
、
銀
鏑
盟
問
郎
指
数
、

屈
曲
附
甚
切
、

郎
宜
自
往
、
:
:
:
荘
夫
至
云
、
前
夜
火
設
、
北
原
之
牛
坊
、

己
潟
燦
燈
失
、
章
終
完
走
、

⑧
『
時
四
記
』
昌
也
四
三
三
張
俊
(
『
原
化
記
』
)

宣
州
深
水
豚
尉
元
治
家
在
懐
州
、
先
勝

一
荘
客
張
俊
、
祇
承
至
官
、
官

滅
却
師
、
俊
亦
従
之
、
俊
有
妻
、
一
子
三
歳
、
亦
奥
同
行
、
至
宋
休
、

行
終
夜
、
俊
抱
見
従袖閥
、
其
妻
乗
誼
在
後
十
歩
、

忽
関
叫
務
、
俊
奔
観

之
、
妻
己
被
虎
所
取
、
:
:
:

『由聞記
』
倉

一
四
七
桓
臣
範
(
『定
命
録
』
〉

汝
州
刺
史
桓
臣
範
自
説
、
:
:
・行
至
常
州
、
有
壁
生
者
、
諮問
占
事
、・・

:
・
其
時
有
東
京
線
氏
荘
、
奴
稗
初
到
、
桓
間
以
荘
上
有
事
、
竪
生
云
、

此
悲
姓
慮
、
不
姓
桓
、
見
一
奴
、
文
云
、
此
奴
邸
走
、
品
川
像
雨
貫
錦
、

見
一
一
簿
、
復
云
、
此
縛
卸
打
頭
破
血
流
、
:
:
:
及
行
至
揚
府
、
其
奴
果

-74ー
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俄
爾
千
而
去
、
至
徐
州
界
、
其
楠
貯
輿
夫
相
打
、
頭
破
血
流
、

.. 

『
庚
記
』
省
一
二
三
六
字
文
槻
(『
庚
異
記
』
〉

・
(
契
ザ
必
〉
鍔
忽
空
中
語
云
、
七
郎
夫
人
在
荘
疾
豆
、
適
己
往
彼
営

救
、
今
亦
小
窪
、
尋
有
荘
人
来
報
、
可
無
健
也
、
若
還
、
妻
可
之
後
、

慎
無
食
馬
肉
、
須
奥
使
至
、
具
如
所
白
、
親
入
門
、
其
萎
亦
愈
、
曾
荘

客
馬
駒
死
、
以
熱
腸
及
肉
線
組
問
、
闘
志
其
言
市
食
之
、
:

『
廃
記
』
倉
一
六
五
王
受
(『原
化
記
』)

こ
こ
に
笠
場
す
る
「
客
」
の
解
稗
に
は
二
つ
の
見
解
が
あ
る
。

周
藤
氏

は
荘
客
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
祝
秀
侠
氏
、
中
川
良平
氏

は
小
商
人
の
例
と
さ
れ
る
(
祝
氏
前
掲
書

一
一
二
一
一
具
、
中
川
氏
「
唐
代

に
於
け
る
商
業
設
展
の
一
側
面
」
、

『
一
橋
論
叢
』
第
五
九
省
第
三
鋭
、

一
九
六
八
年
〉
。

『
廃
記
』
唱
団
一
七
二
越
和
(
『
唐
闘
史
』〉

途
詳
比
刷
所
貯
者
、
且
不
良
東
郷
之
越
訟
也
、
乃
言
、
稽
若
干
斜
、

③

@
 

荘
客
某
甲
等
納
到
者
、
紬
絹
若
干
疋
、

家
機
所
出
者
、
銭
若
干
賞、

東

隣
劇
契
者
、
銀
器
若
干
件
、
匠
某
鍛
成
者
、
:
・
・

な
お
知
不
足
費
叢
書
の
『
唐
関
史
』

谷
上
に
は
次
の
よ
う
な
文
字
の
異
同

が
あ
る
。
①
以
上
三
字
作
「
謂
皆
非
」
、
②
作
「
疑
」
、
③
作
「
算
」、

@

作
「
匹
」
、

③
『
欽
定
四
庫
全
書
締
目
』
倉
一
四
二
子
部
小
説
家
類
三
。

③

『

瞭

記
』
省
三
九
O
李
遜
(
『
酉
陽
雑
畑
出
』)。

@

『

貸

記
』
省
三
二
顔
民
卿
〈
『
仙
停
拾
遺
』
な
ど
〉
。

@
『
庚
記
』
省
二
七
五
李
鵠
〈
『
唐
撚
言
』〉。

た
だ
し
、
清
時
間
光
照
校
『
唐

撚
言
』
(
世
界
書
局
版
)
昌
也
三
は
「
李
鴻
」
に
作
る
。

@

『

慶

記
』
単
位
三
九
四
元
積
(
『
酉
陽
雑
狙
』)。

⑧ @ ③ 

@

@

@

 

唐
元
積
銀
江
夏
、
褒
州
買
艶
有
別
業
、
:
:
・
時
戸
各
輪
油
六
七
掘
調
、
忽

@
 

震
一
盤
、
墾
悉
列
於
梁
上
、
.

『
酉
陽
雑
畑
出
』

(
四
部
叢
刊
初
編
)
前
集
八
に
は
次
の
よ
う
な
文
字
の
異

同
が
あ
る
。
①
作

「堕」、

②
以
上
二
字
作

「
庄
」
一

字
、
③
以
上
二
字

作
「
庄
客
」
、
@
誕
上
有
「
油
」
、

@

『

洛

陽
紳
繕
奮
聞
記
』
容
五
、

焦
生
見
亡
妻
の
項。

③
『
震
記
』
省
三
六
二
張
周
封
ハ
『
酉
陽
雑
狙
』
〉
。

③

『

庭

記
』
倉
一
三
四
施
休
(『
稽
紳
録
』
〉。

@

『
陸
宣
公
翰
苑
集
』
倉
一
一
一
一

「
均
笥
賦
税
仰
百
姓
六
傑
」。

③
『
柳
河
東
集
』
省
三
二
「
答
元
鏡
州
論
政
理
書
」
。

③
た
と
え
ば
菊
池
英
夫
氏
「
唐
宋
時
代
を
中
心
と
す
る
所
諸
『
雇
傭
労
働
』

に
閲
す
る
諸
研
究
」
(『
東
洋
皐
報
』
第
四
三
省
第
三
続
、
一
九
六

O
年
〉

は
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
を
整
理
し
、
雇
傭
労
働
の
歴
史
的
位
置
付
け
を
明

確
に
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
そ
の
後
、
中
川
事
氏
も
「
唐
代
の

『流
庸
』

に
つ
い
て
」
(『東
洋
史
研
究
』
第
二
六
省
第
二
貌
、
一
九
六
七
年
)
に
於

い
て
、
小
説
史
料
に
も
飾
れ
つ
つ
、

一雇
傭
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
た
。

@

『

廃

記
』
各
三
七
陽
卒
論
仙
(
『
仙
侍
拾
遺
』
〉
。

陽
卒
論
仙
不
言
姓
氏
、
初
、
九
隣
人
張
守
珪
、
仙
君
山
有
茶
園
、
毎
歳

召
採
茶
人
力
百
件
跡
人
、
男
女
傭
功
者
雑
庭
園
中
、

有

一
少
年
、
自
言
無

親
族
、

賃
潟
摘
茶
、
甚
動
慰
了
慧
、

-

『
康
記
』
容
五
一
宜
君
王
老
(
『
績
仙
侍
』
〉
。

玉
老
、
坊
州
宜
君
豚
人
也
、
居
於
村
竪
、
:
:
:
時
方
打
姿
、
王
老
輿
妻

子
並
打
婆
人
共
飲
、
皆
大
酔
、
:
:
:
風
定
、
其
傭
打
安
二
人
、
乃
遺
在

別
村
樹
下
、
後
亦
不
食
、
皆
得
長
年
、
:
:
:

『
庚
記
』
轡
三
五
五
林
昌
業
(
『
稽
一
紳
録
』
)
。

z
o 

勾，.

@ @ 
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林
昌
業
、
機
浦
人
也
、
:
・
・
有
良
回
数
頃
、
嘗
欲
春
殺
矯
米
、
裁
詣
州

貨
之
、
功
力
未
集、

忽
有
醐
見時一国男
子、

年
可
三
十
、

『
肪
記
』
省
三
五
車
丹
(「曾
畠
解
頗
録
』
)。

章
丹
大
夫
、
及
第
後
、
歴
任
西
宮
盈
御
史
、
:
・
:
召
一
街
吏
問
之
目
、
此

州
城
有
泉
老
、
家
在
何
庭
、
其
吏
目
、
此
城
郭
内
並
無
、
去
此
五
里
瓜

闘
中
、
有
一
人
姓
隙
、
黒
痩
貧
寒
、
篤
人
備
作
、
賃
牢
問
茅
屋
而
住
、

此
州
人
見
其
黒
皮
、
衆
皆
呼
骨
川
県
老
、

『僚
記
』
省
三
五
五
胡
澄

(『稽
紳
録
』)。

池
防
人
胡
澄
、
傭
耕
以
自
給
、
妻
卒
、

官
給
棺
以
葬
、
其
卒
生
服
飾
、

悉
附
棺
中
、
.

『
瞭
記
』
谷
三
四
七
李
佐
文
(『
集
異
記
』
〉。

南
陽
臨
治
豚
北
即
介
、
秘
書
郎
亥
測

・
袈
陽
嫁
王
祈
比自
立
別
業
、
大
和
六

年
、
客
有
李
佐
文
省
、
旋
食
二
荘
、
:
・:
・行
三
数
皇
、

逢
村
婦
、

其
婦
日
、
・
:
我
傭
居
亥
荘
七
年
失
、
前
春
、
夫
暴
疾
而
卒
、

翌
日
、

始
札
之
女
文
亡
、
貧
窮
無
力
、

父
子
同
痘
葉
、
守
制
後
居
、
官
不
亮

税
、
孤
窮
年
一託
、

⑬

『
昨聞記
』
省

一
二
八
尼
妙
寂
(『
級
幽
怪
鍛
』
)。

@

『
政
一記
』
径
四
九
一
に
「
李
公
佐
撰
」
と
し
て
牧
録
さ
れ
て
い
る
の

で
、
軍
行
本
と
し
て
流
布
し
て
い
た
の
で
あ
る。

⑬

『
瞭
記
』
省
三
三
九
羅
元
則
(『瞭
奥
記
』
〉。

歴
陽
羅
元
則
、
嘗
需
用
舟
往
時
国
陵
、
:
・
鬼
怒
然
謂
、
君
嘗
負
人
否
、
元

則
熟
忠
之
目
、
卒
生
唯
有
奪
同
豚
張
明
通
十
畝
回
、
途
主
失
業
、
其
人

身
己
死
楽
、
鬼
目
、
此
人
訴
君
耳
、

::・

『
因
話
録
』
掛恒
三
池
陽
虚
仲
元
の
係
。
な
お
前
掲
拙
稿
参
照
。

『僚
記
』
省
三
六
四
償
法
長
(『
宣
室
志
』
〉。

@ @ @ ~@ 

河
南
穏
門
寺
僧
法
長
者
、
鄭
州
原
武
人
、
資
暦
中
、
嘗
自
龍
門
踊
原
武
、

{杢
何
回
数
頃
、
稔
而
未
刈
、

一
夕
、
因
乗
馬
行
田
問
、

馬
忽
吃
不
前、

@

『
枕
中
記
』

に
は
二
系
統
の
版
本
が
侍
わ
っ
て
い
る
。

一
は

『文
苑
英

華
』
各
八
三
三
所
枚
の
も
の
、
一
は

『
瞭
記』

谷
八
二
に
『
異
閲
集
』
を
引
い

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
テ
キ
ス

ト
と
し
て
は
前
者
が
整
っ
て
い
る
が
、
よ

り
底
く
流
布
し
た
の
は
後
者
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
、
こ

の
話
の
筋
の
各

部
分
共
に
現
賓
の
モ
デ

ル
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
作
品
の
篤
貫
性
が
特

に
注
目
さ
れ
て
い
る
(
近
藤
春
雄
氏
前
掲

「
唐
代
小
説
に

つ
い
て
|
枕
中

記

・
南
何
太
守
停
、
謝
小
蛾
侍

」
、
内
山
氏
前
掲
書
、
第
四
章
第
二
節

沈
銑
演
と

「
任
氏
侍
」
・
「
枕
中
記
」

に
つ
い
て
)
。
前
者
の
閥
係
部
分
を

引
用
す
れ
ば
次
の
通
り
。

・
・
生
抽
出
骸
不
測
、
謂
妻
子
日
、

吾
家
山
東
、

有
良
国
五
頃
、
足
以
禦

家
修
、
何
苦
求
様
、
而
今
及
此
、
思
衣
短
閣
情
、
乗
背
駒
、
行
部
都
道
中
、

不
可
得
也
、

.

な
お

『
瞭
記』

は
「
良
回
数
頃
」
に
作
る。

@

『
厳
記
』

省
一
二
八
王
安
図
(『
集
異
記
』〉
。

淫
之
北
部
由
民
人
有
王
安
園
者
、
力
橋
、
衣
食
自
給
、
唐
費
麿
三
年
冬
、

夜
有
二
盗
総
踏
而
入
、
・
・
・
安
園
閣
外
有
二
腫
紫
色
者
、
亦
篤
抜
去
、

:
:
:
泊
萎
秋
、
安
園
有
婆
牢
頃
、
方
収
拾
、
長
有
二
牛
来
、
援
践
狼

籍、『廃
記
』
省
一
一一
一
章
全
索

(『
宣
室
志
』
〉。

奥
郡
時
間
生
好
一神
仙
、

:
:
:
因
命
執
侍
左
右
、
徴
其
家
(
於
何
所
)
、
針
目
、

〈
某
)
楚
人
章
氏
子
、
全
素
其
名
、
(
始
〉
家
於
南
日
目
、
有
沃
回
数
百

畝
、
周
年
後
、
流
徒
剤
、江
問
、
且
十
年
失
、
回
錦
子
宮
、

- 76ー
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な
お
(
〉
内
は
『
宣
室
士
山』
(
『
稗
海
』
所
収
)
谷
八
に
よ
っ
て
補
う。

@

『

奮

唐
書
』

省

一
五
三
車
一段高
停。

⑧
『
甫
里
先
生
文
集
』
倉
一
六
「
甫
里
先
生
侍
」
。

⑧
『
底
記
』
省
三
六
四
借
智
圏
(『
酉
陽
雑
組
』〉。

・
:
:
僧
驚
迫
、
亦
疑
其
非
人
、
悦
惚
以
小
万
刺
之
、
婦
人
途
倒
、
乃
沙

瀦
誤
中
刀
、
流
血
死
失
、
信
(
忙
然
〉
遜
奥
行
者
痩
(
之
)
於
飯
頚
下
、

沙
粥
本
村
人
、
家
去
蘭
若
十
徐
皇
、

其
目
、
(
其
)
家
人
悉
在
回
、

.

(
)
内
は

『
酉
陽
雑
姐
』
前
集
一
四
に
よ
っ
て
補
う
。

@
『
庭
記
』
省
二
七

一
賀
氏
(
『
玉
堂
間
話
』
〉
。

究
州
有
民
家
婦
姓
賀
氏
、
里
人
謂
之
織
女
、
父
母
以
農
矯
業
、

其
丈
夫

則
負
据
版
賀
、
往
来
子
郡
、
:
:
:
其
所
獲
利
、
蓄
別
婦
於
他
所
、
不
以

一
一
銭
演
家
、
:
:
:
其
姑
己
老
立
病
、

噛慌
師
限
切
骨
、
婦
傭
織
以
資
之
、
所

得
傭
直
、
登
錦
其
始
、
・
:

③
『
庚
記
』
翁
二
二
三
王
公

直

(
『
三
水
小
勝
』
)
、
前
野
氏
前
掲
書
2
、

二
五

O
頁

「
貨
の
た
た
り
」
。
前
掲
拙
稿
参
照
。

⑬
『
出
回
記
』
容
三
九
五
史
無
畏
(『
禽
園田
解
顧
録
』)
。
前
掲
拙
稿
参
照
。

@
『
出
国
記
』
容
九
二
着
廻
(『
諌
賓
録
』
・

『爾
(
西
)
京
記
』)

高
廻
師
、
関
郷
人
也
、
年
長
、

父
令
耕
回
、
廻
耕
回
、

直
去
不
願
、
ロ

但
連
稽
卒
等
、
因
耕
一
盤
、
耕
数
十
里
、
遇
務
坑
乃
止
、
其
父
怒
市
撃

之、

・:・

な
お
、
高
廻
は
則
天
朝
に
質
在
し
た
高
俗
で
あ
る
。

@
『
魔
記
』
省
一
二
四
高
安
村
小
見
(『稽
紳
録
』
)
。

高
安
村
人
有
小
児
作
田
中
、
震
入
所
殺
、
不
獲
其
賊
、

至
明
年
死
目
、

家
人
魚
設
費
、
:

『
賢
記
』
容
四
九
五
字
文
融
(『
明
皇
雑
録
』)。

@ 

⑬
『
附
聞
記
』

省

一
七
二
越
和
〈
註
③
)
の
前
牢
。
な
お
、
前
掲
拙
稿
参
照
。

@

『

三

水
小
脳
』
(
中
華
書
局
版
、

一
九
五
八
年
〉
翁
下
「
郷
大
王
勝
殿

部
女
篤
子
婦
」
の
項
、

許
州
長
葛
令
殿
部
、
衣
冠
族
也
、
:
:
:
威
通
中
、
罷
任
、
乃
於
豚
西
北

境
上
陸
山
陽
、
置
別
業
、
良
国
高
頃
、
桑
柘
成
陰
、
.

@
『
南
部
新
書
』
辛
。

@
「
蹟
記
』
各
四
O
二
術
慶
(
『
三
水
小
股
』
〉
。

衡
慶
者
汝
墳
編
戸
也
、
其
居
在
温
泉
、
家
世
瀞
堕
、

至
慶
、

乃
服
回
、

嘗
戴
月
耕
於
村
南
士
ロ
項
城
之
下
、

:
:・
慶
愈
貫
之
、

常
置
於
臥
内
、
自

是
家
産
日
滋
、
飯
牛
四
百
蹄
、

墾
田
二
千
畝
、
其
徐
紘
脚泉
他
物
稽
旦
定
、

十
年
間
、
緩
慢周富
家
翁
、・
:

@

『

奮

唐
書
』
省

一
O
O虚
従
慰
停
で
は

(字
文
)
融
頗
以
篤
恨
、

密
奏
従
慰
慶
占
良
回
、

至
有
百
徐
頃
、

と
す
る
。
前
掲
拙
稿
参
照
。

⑧
『
出
掛
記
』
省
三
三

O
王
鑑
(『
盤
異
(怪
0
・
)
集
』
〉。

売
州
王
鑑
、
:
:
:
開
元
中
、

乗
酔
往
荘
、
去
郭
三
十
皇
、
鑑
不
渉
此

路
、
己
五
六
年
失
、
夜
交
、
方
至
荘
、
荘
門
己
問
、
頻
打
無
人
出
、
途

大
叫
罵
、
俄
有
一
奴
関
門
、

鑑
問
日
、
奴
稗
輩
今
並
在
何
庭
、

令
取
燈

而
火
色
青
倍
、
鑑
怒
、
欲
縫
奴
、
奴
云
、
十
日
来
、

一
荘
七
人
疾
病
、

相
次
死
輩
、
:

『
庭
記
』
轡
三
六
二
梁
仲
朋
(『乾
際
子
』
〉
。

葉
鯨
人
梁
仲
朋
、
家
在
汝
州
西
郭
之
街
南
、
渠
西
有
小
荘
、

常
朝
往
タ

婦、

'
:・
仲
朋
途
召
弟
妹
、
於
庭
命
酌
、
或
噺
或
吟
、
因
語
前
タ
之
事
、

:
・
・
:
三
年
内
、
仲
朋
一

家
三
十
日
蕩
輩
、
:

・

『
庚
記
』

各
四
六
七
葉
朗
之
(『
廃
古
今
五
行
記
』)。

- 77ー
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⑪ 

阪
、
阪
中
忽
有
物
喚
、

・
:
:
奴
明
年
、
震
竹
尖
刺
入
腹
而
死
、
其
年
夏

末
、
朗
之
穆
家
得
病
、
死
者
八
人
、

前
註
@
の
後
宇
都

:
:
行

一
里
除
、
至
里
民
王
氏
家
、
途
突
入
葉
、
長
駐
馬
伺
之
、
頃
之
、

忽
閲
其
家
呼
日
、
車
字
下
牛
将
死
、
可
借
来
観
之
、
文
頃
、
開
呼
後
合

艦
鍬
朴
地
、
不
可
救
、
又
頃
、
閲
驚
突
、
有
出
者
、
長
伴
過
訊
之
、
目
、

主
人
有
子
十
徐
裁
、
忽
卒
、
:
:
:
因
関
戸
、
而
其
家
十
徐
人
皆
死
、
難

犬
亦
無
存
索
、

前
註
@
の
後
半
部

:
:
歳
絵
、
其
父
使
至
田
中
牧
積
、
即
国
僻
之
、
父
怒
日
、
国
家
笛
自

力
、
乃
欲
像
安
甘
媛
、
妄
篤
妖
辞
耶
、
将
杖
之
、
元
則
不
得
己
、

乃
出

唐
建
中
元
年
、
南
康
問
牌
人
葉
朗
之
、
使
奴
嘗
蹄
守
田
、
田
下
流
有
鳥

⑫ 

⑮
前
註
③
参
照
。

@
渡
逸
氏
「
漢
六
朝
期
に
お
け
る
大
土
地
所
有
と
経
営
」
(『東
洋
史
研

究
』
第
三
三
容
第
一

J
二
鋭
、

一
九
七
四
年
〉
、
「
秦
漢
帝
園
か
ら
階
唐
律

令
制
園
家
へ
|
中
国
に
お
け
る
専
制
園
家
形
態
と
農
奴
制
形
成
に
闘
す
る

一
試
論
|」
(
『
新
し
い
歴
史
撃
の
た
め
に
』
第

一
三
九
鋭
、

一
九
七
五

年
三

(
付
記
〉
本
稿
は
民
科
京
都
支
部
歴
史
部
曾
の
前
近
代
史
部
曾
で
報
告
し

た
も
の
に
若
干
筆
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
参
加
者
の
皆
様
よ

り
貴
重
な
御
意
見
を
戴
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

ま
た
、
本
稿
は
昭
和
五
二
年
度
文
部
省
科
事
研
究
補
助
金
に
よ
る
奨
動

研
究
制

「
封
建
制
の
比
較
史
的
研
究
」

(代
表
中
村
哲
氏
)
の
底
果
の

一

部
で
あ
る
。
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Classes within the Peasantry and the Private Ownership

　　

of Land in the Latter Half of the T'ang 唐Dynasty

Mａｓａａｆｅｉ　Ｏｓａｗａ

　　

This essay attempts to clarify the structure of the various strata within

the peasantry, the direct producers on the land, in the latter half of the

T'ang dynasty. In the past we would not have been likely to be able to

investigate the overall structure of the peasant classes at that time in

history either by focusing solely on the aspect of the development of

private ownership of large tracts of land or by emphasizing the ｅχistence

of poorer peasants within the equal 丘eld system (ｃｈｉｉｎ-が沁lhｓｉａｏｎｕｎｓ一

琲加均田小農民). Furthermore, with respect to source materials, although

we pay much attention to fictional literature such as romance fiction which

flourished from the mid-T'ang on, such material has been used without

ascertaining its limitations nor its reliability. Thus, this essay will look

closely at the nature of T'ang period fictionalliterature as historical source

material, and from there analyze the peasantry described therein. From

such material we can　pick out as the principal classes of the peasantry :

estate workers known as chuang-Ko荘客, small self-su伍cient peasants

who lived in small nuclear families, and the owners of small-scale estates

who would employ several workers. The peasants of these classes were

linked organically by the factor of labor. ０ｎ the other hand, the develop･

ment of ａ money economy and an urban economy enhanced the growth

of ａ trend toward self-su伍ciency for the chｕａｎｇ-Ko from the estates on

which they worked and strengthened the basis of the self-su伍cient small

peasantry･

－３


